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 開  会  

 委 員 長  おはようございます。 

 本日の出席委員は１４人につき、定足数に達しております。 

 ただいまから、令和５年度決算審査特別委員会を開会します。 

（１０：００） 

 委 員 長  これから、本日の会議を開きます。 

 お諮りします。 

 議会運営委員会における協議で決定したとおり、本特別委員会は、本日９月９日

から１１日の３日間を審査日程としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 したがって、本特別委員会の日程は、本日から１１日までの３日間と決定しまし

た。 

 本日は、決算審査報告のため、古山修治代表監査委員にご出席いただいておりま

す。 

 ただいまから、令和５年度一般会計、特別会計及び下水道事業会計、水道事業会

計の決算審査並びに基金運用状況審査の報告をお願いいたします。 

代表監査委員  おはようございます。 

代表監査委員の古山です。 

 それでは、令和５年度決算審査講評をいたします。 

 なお、詳細につきましては、お手元のタブレットの中の決算審査意見書のほうの

参照をお願いいたします。 

 令和５年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算並びに基金の運用状況につきま

しては、意見書記載のとおり計数に誤りなく、適法・適正に処理されていることを

確認いたしました。 

 令和５年度の普通会計における歳入合計は、前年度比１億７,４００万円余増の１

４３億１００万円余であります。これは、国庫支出金、地方交付税、寄附金が減少

したのに対し、町税、繰入金、町債の増加によるものです。 

 また、歳出合計は前年度比４億７,１００万円余増の１３９億７,２００万円余と

なっています。これは、公債費、衛生費が減少したものの、民生費、教育費、土木費

の増加によるものです。 

 各種基金の総額は４９億５,２００万円余で、前年度比１,０００万円余の減とな

っており、基金の運用につきましては、財政計画に基づき適正かつ有効に活用され

るよう望みます。 

 第２次筑前町総合計画の４年目である令和５年度は、主な事業として教育環境の

充実を図るための学童保育所の増築や夜須中学校の校舎外壁工事の実施、電子黒板、

スクールバスの購入、また、不登校児童生徒支援強化事業の実施を行いました。防

災・減災対策として町内のため池浚渫工事の実施や住環境整備として町営住宅団地

の改修が行われました。また、消費喚起のための地域振興券発行事業や物価高騰対

策としての支援事業、住民税非課税等の世帯への給付支援事業の実施等々が挙げら

れます。 

 次に、町の財政状況につきましては、実質収支は３億３００万円余の黒字ですが、

実質単年度収支は２億９,６００万円余の赤字。財政構造上の弾力性を示す経常収支

比率は、前年度比８７.５％から９０.３％と２.８ポイント増加しています。これは、

地方交付税や臨時財政対策債の減少に対し、公債費以外の経費増加に起因している



2 

 

ものであり、ここ数年増加傾向であり、健全財政に向けて今後とも経常的経費の見

直しや抑制に努められるよう望みます。また、財政健全化の指標となる実質公債比

率は、前年度同様、１０.７％にて推移しており、将来負担比率は前年度３７.６％

から３１.１％と減少していることは評価できるところであります。 

 続きまして、自主財源の柱である町税は、町民税の増加により前年度比２.７％増

の８,９００万円余の増収となっており、徴収率も現年度分は前年度比０.２％増の

９９.０％となっていることは評価でき、今後も多様な納税手段により新規滞納を抑

制するとともに、滞納の早期解消に向けて関係各課、連携しての徴収強化を図るよ

う望みます。 

 定住人口が微増しております本町においては、人口増加対策や企業誘致の積極推

進に加え、町税徴収強化による財源確保を図り、町の健全財政を目指し、一層の努

力を望みます。 

 特別会計につきましては、国民健康保険事業特別会計において、歳入歳出差し引

き額が１,２００万円余と前年同様黒字決算となっておりますが、高齢化の進む中、

１人あたりの医療費は前年度比３万円増加しており、医療費も過去１０年で最も多

く、懸念される状況です。国民健康保険税収納強化に加え、特定健診の受診率向上、

重症化予防取り組み等、町民の健康意識の高揚、医療費削減対策に格段の努力を期

待いたします。 

 次に、水道事業会計と下水道事業会計の令和５年度の決算につきましても、双方

とも計数に誤りなく、適正に処理されていると認められました。施設の老朽化に伴

う経費の増大も予想される中、中長期的な視野に基づき費用対効果の視点に立った

計画的、効率的事業を推進されることを期待いたします。 

 決算審査及び備品監査にあたり、重大な指摘事項はないものの、次の点について

意見を述べたいと思います。 

 まず、高額の契約額の備品購入において、事業一覧表への計上漏れがありました。 

 また、契約事業執行状況では、おおむね指摘はないものの、今後も随意契約とす

る際は契約金額の妥当性の検証を含め、その個々についての適用理由を常に明確に

されるようお願いします。 

 次に、町補助金、負担金につきましては、補助事業実績報告書や収支決算書の内

容を十分精査され、補助金の適正化を図られたいと思います。また、負担金につき

ましては、負担割合等が町にとって不利なものについては公平性が保たれるよう、

負担割合の変更等の働きかけをお願いいたします。 

 決算審査とともに行われた備品監査では、学校関係の備品購入に際し、同一物品

でありながら学校間での金額格差が大きいものが前回と同様あり、学校の事務官に

は指摘改善を促しました。担当課からも抜本的解消策の指導をお願いします。 

 最後に、課題が多く、また、取り巻く環境の厳しい中、限られた財源を有効活用

し、最少の経費で最大の効果を上げるため、創意と工夫、事務事業の精査と見直し

等により効率的、効果的な行財政運営を行い、町長以下全職員で持続可能な「とか

いなか筑前町」を目指して努力願いたいと思います。 

 以上で決算審査講評を終わります。 

 委 員 長  決算審査等の報告が終わりましたので、ここで古山代表監査委員には退席してい

ただきます。 

お疲れさまでございました。 

 （古山代表監査委員退席） 

 委 員 長  本会議で付託されました認定第１号から認定第７号までを審査いたします。 

 審査の方法についてお諮りします。 
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 審査の方法は、認定第１号「令和５年度筑前町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて」は、所管課ごとに歳出の審査を行い、全ての所管課の歳出の審査が終わって

から歳入を審査いたします。 

 認定第２号から認定第７号までの特別会計歳入歳出決算の認定については、特別

会計ごとに審査を行います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 なお、各委員から事前質疑が提出されております。執行部におかれましては、事

前質疑に対する回答の際、提出委員名を織り込んで回答願います。また、事前質疑

提出のない質疑も発言可能といたします。 

 それでは、始めます。 

 決算認定の審査に入る前に、令和５年度普通会計決算の概要について説明を求め

ます。 

 財政課長 

 財政課長  おはようございます。 

 令和５年度普通会計決算の概要についてご説明させていただきます。 

 決算特別資料１ページをお願いいたします。 

 まず、１、普通会計における成果です。 

 第２次総合計画における各施策目標の主な成果を記載しております。 

 「学ぶ」では、東小田小学童保育所の増築、電子黒板の更新、夜須中学校校舎外壁

改修をはじめとする施設の更新、改修、スクールバス購入支援、不登校児童生徒支

援や体験型英語学習事業、三輪中の学力向上推進事業の拠点校指定など、学力向上、

人材育成に努めてまいりました。 

 次に、「守る」では、ため池浚渫・調査の実施、町営新町団地の改修、道路改良、

都市公園や交通安全施設整備、地形図の３Ｄ化、オンデマンドバスの実証運行など

を行いました。 

 「稼ぐ」では、機械導入、園芸生産振興のための補助、ちくぜん食の仕送り便事業

の実施、地域振興券発行事業などを実施いたしました。 

 続いて、「支える」では、新型コロナワクチン接種、物価高騰対策として学校給食

費助成、保育所や福祉施設への支援、肥料価格高騰対策、共同乾燥施設等電気料金

高騰対策支援、町内各種事業者への支援、住民税非課税世帯や子育て世帯への給付

支援などを実施いたしました。 

 最後に、「結ぶ」では、４年ぶりにど～んとかがし祭を２日間にわたり開催し、約

３万人の来場で賑い、また、地域振興及び地産地消の拠点であるみなみの里の開業

１５周年記念や優良事例としての全国表彰、あるいは平和の情報発信拠点である大

刀洗平和記念館の開館以来１５０万人突破したことなど、食と平和を願うまちとし

て魅力発信を行ったことなどの成果が上がったところです。 

 ２ページをお願いいたします。 

今後の財政運営についてです。 

 歳入面では、令和５年度の町税収は、前年度と比較しますと８,９０６万２,００

０円増加しました。これは、固定資産税における新築家屋の増、大型設備投資によ

る償却資産の増、町民税における給与所得者の増が主な要因です。近年の住基人口

の伸び率を考慮すると、今後も税収は増える方向に向かうと予測しております。 

 地方交付税は景気や税収と連動することから、増減はあるものの極端なものでは

ないと考えます。人口減少現代において本町は微増であることから、令和７年度国
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調人口で算定される令和８年度以降の普通交付税がどのくらい増えるのかも期待し

ております。 

 地方債に関しては、合併特例債が令和６年度で終了するため、今後の普通建設事

業の財源手当てに関しましては、交付税措置率が高いものを選択することはもちろ

んのこと、場合によっては基金を活用するなど、柔軟な対応を行う必要がございま

す。 

 歳入は、人口減少が進むほど厳しくなりますので、徴収率の維持向上はもちろん、

企業誘致など積極的な財源確保策と定住人口を増やすための魅力あるまちづくりの

両軸が必要です。 

 次に、歳出面では、義務的経費、投資的経費、その他の経費について、いずれも増

を見込んでおります。特にその他の経費のうち、サン・ポート負担金が物価高騰及

び構成団体の脱退の影響により段階的に増加、または高齢化により後期高齢者医療

療養負担金などが増になると見込んでおります。 

 また、経常収支比率は、令和５年度決算では９０.３％と前年度比２.８ポイント

上昇しましたが、これは臨時財政対策債の減と一部事務組合負担金、保育所・学童

保育所運営費、後期高齢者医療療養負担金の増による影響が大きいものです。今後

も扶助費、物件費、維持補修費など増えていくことが確実であり、５年間の収支見

通しも厳しい予測を立てております。 

 これらの情勢を踏まえ、持続的な財政運営のため総合計画、実施計画をベースに、

財政計画、行政評価の連動により計画的に事業を実施し、まちづくりを進めていき

ます。 

 ３ページをお願いいたします。 

普通会計における決算の収支状況です。 

 表１の歳入総額１４３億１５８万４,０００円、歳出総額１３９億７,２５９万７,

０００円となっています。実質収支３億３１２万６,０００円の黒字、単年度収支３

億１５６万円の赤字、実質単年度収支は２億９,６２３万８,０００円の赤字となっ

ております。 

 ４ページをお願いいたします。 

歳入の状況です。 

 自主財源につきましては、寄附金、諸収入、財産収入が減となったものの、繰入

金、町税、分担金及び負担金の増により３億４,２８１万４,０００円の増となりま

した。依存財源につきましては、国県支出金の減により１億６,７９７万２,０００

円の減となりました。一般財源については、町税の増により前年度比７,２５０万１,

０００円の増となっております。 

 ５ページをお願いいたします。 

歳入の主なものを説明いたします。 

 なお、主な増減要因につきましては、分析の際に金額の増減が大きいものから掲

載しておりますので、昨年の資料とは一致しませんので、あらかじめご了承をお願

いいたします。 

 ①町税は、たばこ税及び入湯税以外の税が増となり、対前年度比８,９０６万２,

０００円の増、②地方交付税は３９億８,３５７万１,０００円で、前年度より３,６

３３万３,０００円の減。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 ⑤国庫支出金は２１億１,８２６万４,０００円で、電力・ガス・食料品等価格高

騰緊急支援補助金やコロナワクチン接種関連の減により、前年度比２億４,８８６万

６,０００円の減です。⑥県支出金は、水田・麦・大豆産地生産性向上事業補助金や
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災害復旧費負担金の減などにより、前年度比７,４９７万２,０００円の減となって

おります。⑧寄附金は、ふるさと応援寄附金の減などにより、前年度比５,１６５万

７,０００円の減です。⑨繰入金は、総額５億２,９１１万９,０００円で、前年度比

２億８,２００万５,０００円の増となりました。 

 ７ページにかけて、充当した事業及び金額を記載しております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ⑩町債は５億７,８８６万１,０００円を借り入れ、前年度比１億７,１８０万９,

０００円の増です。 

 ９ページをお願いいたします。 

歳出の状況です。 

 表３の目的別で見ますと、まず、増額となったものは、社会福祉費や児童福祉費

の増による民生費、教室増築、改修や電子黒板の更新、光熱水費などの増による教

育費、工業用地造成事業の繰り出し、住宅、道路、公園などの改修の増などによる

土木費などです。一方で減額となったものは、４年度に実施した繰上償還や元金償

還金の減による公債費、コロナワクチン接種事業の減などによる衛生費などです。 

 １０ページから１１ページにかけて、主な増減要因を記載しております。 

 １２ページをお願いいたします。 

表４、性質別経費の状況です。 

 義務的経費につきましては、公債費の減があったものの臨時給付金や保育所運営

負担金の増などによる扶助費の影響が大きく、前年度比２億４４８万４,０００円の

増となりました。 

 １３ページをお願いいたします。 

 投資的経費につきましては、普通建設事業費のうち単独事業が増となったため１

億３,４６５万２,０００円の増となりました。 

 １４ページをお願いします。 

 その他の経費につきましては、積立金の増の影響で対前年度２億１１３万円の増

となりました。 

 １６ページをお願いいたします。 

 経常収支比率につきましては、計算式の分子となる①経常経費充当の一般財源額、

分母である②経常一般財源総額、いずれも増となりましたが、④臨時財政対策債の

大幅な減により経常収支比率は９０.３％となり、前年度より２.８ポイント上昇し

ました。 

 次に、１７ページをお願いいたします。 

基金の状況です。 

 積立を５億１,８５１万１,０００円、取崩を５億２,９１１万９,０００円行い、

前年度より１,０６０万８,０００円の減の４９億５,２８６万円の基金残高となっ

ております。 

 次に、町債の状況ですが、５億７,８８６万１,０００円の借入に対し１２億５,６

５７万８,０００円の元金償還を行い、対前年度６億７,７７１万７,０００円の減の

１１４億４,７７０万８,０００円の町債残高となりました。 

 １８ページをお願いいたします。 

令和５年度の決算概要をまとめたシートとなります。 

 主な指数の説明をさせていただきます。 

 まず、標準財政規模ですが、これは地方公共団体の普通交付税などの一般財源の

標準的規模を示すものですが、前年度比１.７％増の８１億４,５２４万８,０００円

です。 
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 次に、財政力指数は財政力を示すものですが、基準財政需要に対する基準財政収

入額の割合であり、０.４８となっております。 

 次に、公債費負担比率ですが、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対

する割合で、率が高いほど財政運営が硬直化していることになります。対前年度比

２.１％減の１３.５％です。 

 次に、実質収支比率は、実質収支の標準財政規模に対する割合で、令和５年度は

３.７％です。 

 次に、経常一般財源比率は、標準財政規模に対する経常一般財源の割合ですが、

前年度比０.９％減の９９.６％です。 

 １９ページから２２ページは、過去５年分の決算概要の推移をまとめたシートと

なっております。 

 また、今回、合併２０周年を迎えることから、２３ページに合併後から令和５年

度までの主な数字の推移について取りまとめたシートとなっております。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  普通会計決算の概要説明が終わりました。 

 この件で特に質疑があればお受けします。 

 （質疑なし） 

 委 員 長 

 

 質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 委 員 長 

 

 認定第１号「令和５年度筑前町一般会計歳入歳出決算の認定」を議題とします。 

 議会事務局、監査事務局の説明を求めます。 

 議会事務局長 

議会事務局長  議会事務局、監査事務局の決算及び主要施策の成果について説明をいたします。 

 初めに議会の決算を説明いたします。 

 歳入歳出決算書、６２ページをお願いいたします。 

 １款１項１目議会費です。議員の報酬及び職員人件費、議会運営に要した費用で

ございます。支出済総額が１億７０８万１,０００円余となっております。令和４年

度と比較して１１４万２,０００円余の増額となっております。増額の主な要因は、

議会会議システム導入によるものです。 

 決算の詳細に入ります。 

経常的な経費は除き、主要な部分に絞って説明いたします。 

 人件費の１節から７節は省略いたします。 

 ８節旅費、費用弁償は会計年度任用職員の５万７,０００円余、研修旅費は各常任

委員会研修や広報研修の旅費が主なものです。９節交際費は、町議会議員ＯＢの方々

等へのご霊前及び初盆のご仏前として５万９,０００円余を支出しております。１０

節需用費、主に議会だよりの印刷代として１２４万１,０００円余を支出したもので

す。１１節役務費は、議会だより折込手数料として１５万７,０００円余を支出して

おります。１２節委託料、会議録業務委託として４２万４,０００円余、インターネ

ット議会配信業務委託として１２４万１,０００円余、さらに、新規事業として議会

会議システム委託料６４万７,０００円余を支出したものです。１３節使用料及び賃

借料におきましても、新規事業として議会会議システム利用料２９万７,０００円余

を支出しております。１８節負担金補助は、主に郡議長会負担金で９３万１,０００

円余を支出しております。 

 次に、監査の決算を説明いたします。 

 １０２ページをお願いいたします。 
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 ２款６項１目の監査委員費、監査委員の活動に要した費用でございまして、合計

で１２８万９,０００円余の支出でございます。監査委員の報酬、監査の際の費用弁

償、研修旅費並びに消耗品として事例集等の追録代が主な費用でございます。 

 以上で決算の説明を終わります。 

 続きまして、主要施策の成果及び将来の課題について説明いたします。 

 令和５年度決算に係る主要施策の成果及び将来の課題をお開きください。 

 １ページをお願いいたします。 

 議員の先進地等視察研修につきましては、総務建設及び文教厚生常任委員会の視

察研修、さらに、広報委員会研修を実施しております。今後も充実した視察及び研

修が行われますよう、視察先の情報収集や視察テーマの調査など、議会事務局とし

て支援業務を強化してまいります。 

 「議会だより」発行は、議会活動の大切な情報発信の媒体として位置づけられて

おります。開かれた議会を目的とするための大事な手段として、これからも研修参

加、広報コンクール応募など充実・強化へ向け、広報委員会の支援に努めてまいり

ます。 

 本会議運営の本年度最大の特徴としましては、タブレットによる議会会議システ

ムが９月議会より導入されました。今後も円滑な会議運営の有効な手段として運用

改善や活用方法を鋭意検討してまいります。 

 最後に、監査部門の説明をいたします。 

 地方自治法に基づき、例月出納検査をはじめとした各種検査、監査を実施してお

ります。具体的措置はお手元の資料のとおりでございます。これからも監査を通じ

て町行政に対する住民の信頼を高めていくことを目的に、監査委員の専門的知識の

習得や事例研究の環境を整え、有効で効果的な監査実施の支援に努めてまいります。 

 以上で、議会事務局、監査事務局の決算及び主要施策の成果について説明を終わ

ります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員 

 

 「議会だより」の発行部数についてお尋ねします。 

 「広報ちくぜん」は毎月発行で１万２,３５０部なんですが、「議会だより」１万

２,１００部しか発行していないんですけど、広報を全てに折り込めているんでしょ

うか、お尋ねします。 

 委 員 長  議会事務局長 

議会事務局長  部数が違う件につきましては、私のほうもちょっと掌握しておりませんでしたの

で、この後、調べて後で報告したいと思います。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で議会事務局、監査事務局を終わります。 

 委 員 長  総務課の説明を求めます。 

 総務課長 

 総務課長  改めまして、おはようございます。 

 総務課です。よろしくお願いいたします。 

 令和５年度決算及び主要施策の成果と課題についてご報告いたします。 

 総務課におきましては、第２次総合計画の政策をはじめ、職員採用試験の実施、

５年度も行われた新型コロナウイルス臨時交付金事業、合併２０周年記念事業など

に取り組みを進めるなど、人事、労務、行政政策全般にわたり取り組みを行いまし
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た。今年度も早くも半年経過となろうとしておりますけども、引き続き総務課への

ご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは先に、決算についてご説明いたします。 

 決算書、６４ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目一般管理費、支出総額３億６,３７９万３,０００円余です。２節か

ら４節までは特別職及び職員給与等の人件費関係、１０節需用費、１３節使用料及

び賃借料に財政課所管費用が含まれており、この関係分を除きまして、総務課の支

出額としましては、前年度から１,３２２万２,０００円余増額の支出総額５,９１６

万８,０００円余となります。 

 主な増額要因は、予備費充用対応での２５節寄附金、能登半島地震義援金２００

万円、１７節備品購入費、町長公用車５８３万４,０００円余、主に育児休業者対応

による会計年度任用職員報酬及び人材派遣委託料で、前年度から６０４万５,０００

円余の歳出増となっております。 

 また、ご承知のように、今年度は合併２０周年を迎えます。この記念すべき節目

の年に町民とともに祝い、融和と一体感をより深め、２１年目のスタートに向けて

さらに本町が発展していくことを念頭に、合併２０周年記念事業の取り組みを進め

ておりますが、５年度においては住民代表で構成する企画検討会を中心に、合併２

０周年記念キャッチフレーズ、シンボルマークを決定し、これに係る賞金やアイデ

ア募集記念品代をはじめ、空撮のためのドローン購入ほか、合併２０周年記念事業

費として５年度は１００万１,０００円余の歳出となっております。引き続き令和７

年２月２３日開催の記念式典にも向けて取り組みを行っていきますので、引き続き

ご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 これ以外の歳出につきましては、総務課で行っております管理運営全般に係る費

用となっております。 

 次に、６８ページをお願いいたします。 

 ２款１項２目文書広報費です。前年度から６８万６,０００円余増額の支出総額

１,８１５万２０００円余となっております。この文書広報費は、住民への情報発信

の一つである町広報紙発行業務費用、各種の郵便代、例規管理運営費用が主なもの

となっており、主な増額要因は、１２節委託料、町例規集追録委託料８９万円余で、

前年度から４９万７,０００円余の増額となっています。これは町例規の改正等に係

る委託本数が前年度から６８本増加によるものです。 

 次に、８２ページをお願いいたします。 

 ２款１項２２目自治振興費です。前年度から２万７,０００円余減額の支出総額

４,１５３万２,０００円余となっております。主な支出は、７節報償費の区長報償

費３,７４０万７,０００円であり、世帯数の増加により前年度より５７万５,０００

円余の増額となっています。また、この目では町功労者表彰費用も支出しておりま

すが、５年度は前年度製作した厚労省メダル購入費の減により６４万９,０００円余

の減、１５万５,０００円余の支出であり、令和５年度は３名の方を表彰しておりま

す。 

 次に、９２ページをお願いいたします。 

 ２款１項３４目地方創生費（推進）です。令和５年度に設けた目で２,９９２万９,

０００円余の支出となっております。 

 内容につきましては、令和４年度におきましては２款１項３８目新型コロナ地方

創生費で、新型コロナ交付金を活用し事業を行いました筑前町育ち盛りの子どもた

ち「食」の応援事業として、町内１８歳以下の子どもたちに配布した町内産新米及

びヤクルトの費用、筑前町元気づくり事業として、町内小中学校及び保育所、幼稚
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園を卒業、卒園等をする子どもたちへのイチゴの贈呈費用を令和５年度はふるさと

応援基金を活用し実施したものであり、合計２,７７２万９,０００円余の支出とな

っております。 

 そのほか、決算書では、テレビ番組制作委託料２２０万円の支出計上ですけど、

これは４年度も同様に実施しております地域の魅力発信事業として、ＫＢＣ「ふる

さとＷｉｓｈ」に９月２５日から１０月１日までの１週間、テレビ放映及びラジオ

放送で筑前町の話題や魅力を情報発信したものです。 

 次に、２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費です。新型コロナ交付金を

活用し実施した事業の支出総額は５億１６３万３,０００円余ですけど、このうち総

務課で行いました事業は決算書９２ページ、１８節負担金補助及び交付金の備考下

から二つの甘木鉄道運営支援負担金から、次のページの上から四つの事業を除く六

つの事業を行いました総額４億３,２４１万３,０００円余となります。内容等は後

でご説明します主要施策報告書の中でご確認いただきたいと思いますが、主に１８

節負担金補助及び交付金欄にある六つの給付金及び負担金で４億１,８８４万３,０

００円余の支出であり、大きなくくりとしましては五つに整理できます。 

 一つ目に、町内全世帯に１世帯５,０００円、未就学児１人あたり３,０００円の

町内登録９０店舗で使用できる地域振興券を配布し、９４.３３％換金率の６,１６

９万３,０００円余の換金額。 

 二つ目に、低所得世帯への給付金事業として、対象世帯１世帯あたり７万円の給

付金を２,７１２世帯へ１億８,９８４万円の給付。 

 三つ目に、非課税世帯給付金事業として、対象世帯１世帯あたり３万円の給付金

を２,６０７世帯へ７,８２１万円の給付。 

 四つ目に、住民税均等割のみの課税世帯への給付金事業として、対象世帯１世帯

あたり１０万円の給付金を６００世帯へ６,０００万円の給付。 

 最後、五つ目に、非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の１８歳以下の児童

に対するこども加算として、対象児童１人あたり５万円の給付金を５８２人へ２,９

１０万円の給付となっております。 

 ６年度も同様の事業に取り組んでおりますが、事業内容の複雑さ、事務に職員等

が非常に苦慮している状況でございますが、速やかな給付支給に努めていきます。

ご協力、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、９４ページをお願いいたします。 

 ２款２項１目税務総務費です。支出総額は８,７５９万円余となっておりますが、

このうち総務課での支出総額は４万７,０００円余で、総務課で所管しています固定

資産評価審査委員会の経費であり、令和５年度におきましては審査申し出が１件あ

り２回の審査会を要しましたので、審査委員３名の日額報酬４万２,０００円が主な

支出となっております。 

 次に、１００ページをお願いいたします。 

 ２款４項１目選挙管理委員会費、支出総額３０万５,０００円余で、主に選挙管理

委員４人の報酬です。 

 続きまして、２目選挙啓発費、支出総額１０万６,０００円余で、主に１８歳到達

者の新有権者への啓発品及び郵送料となっております。 

 次に、５目県知事及び県議会議員選挙費、支出総額１３１万２０００円余で、令

和５年４月９日執行の県議会議員選挙の５年度に要した経費で、今回は無投票とな

っております。 

 最後に、１２６ページをお願いいたします。 

 ３款２項５目子育て世帯への臨時特別給付金費です。支出総額５４万５,０００円
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余で、前年度から２億１,４１２万１,０００円余の減額となっており、子育て世帯

への臨時給付金事業の４年度完了による減額であり、２２節償還金利子及び割引料

につきましては、過年度子育て世帯生活支援特別給付事業補助金返還金５４万５,０

００円余は、４年度補助金の精算返還金となっております。 

 以上で決算書の説明を終わります。 

 次に、決算審査特別委員会資料で令和５年度決算に係る主要施策の成果及び将来

の課題についてご説明いたします。 

 それでは、主要項目のポイントのみご説明いたしますので、資料の２ページをお

願いいたします。 

 資料の順に係ごとにご説明いたしますが、決算でご説明しましたことは割愛いた

しますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、人事秘書係からです。 

 ２ページから３ページの１枠までの人事秘書係につきましては、主に職員等の給

与管理から、人事評価、職員採用、機構改革、人材育成に関することを挙げており、

令和６年度新規採用職員５名の採用、会計年度任用職員の勤勉手当支給についての

条例改正、人材育成に係る各種研修事項など、取り組みを進めました。令和６年度

以降の今後、定年延長や社会情勢の変化への対応などに伴う職員等の定員、定数管

理計画策定、職員採用試験も含めた見直し、遅れてはおりますが引き続き住民サー

ビスの向上となる組織機構改革の取り組みなどを進めていきたいと考えておりま

す。 

 ここで、柳委員の質問２件にお答えしたいと思っております。 

 まず一つ目の、人材育成上、ＰＤＣＡとあるサイクルの回転数は。また、Ａはど

う解釈しているのか。「アクション」または「アクト」、同じ意味に捉えがちだが方

向性が少し違うと思う。「起こす」と「改善」の違い、何度も改善しながら育成する

ことがサイクルと考えるがというご質問に対してお答えしたいと思っております。 

 このことにつきましては、全体的なことでお答えしたいというふうに思います。 

 この項目のおおもとにつきましては人事評価制度に基づくものであり、限られた

財政状況、人員、人材の中で組織として成長し、住民サービスの向上を図っていく

には、人材育成、人づくりが重要な要素と考えており、職員一人ひとりが自分の強

み、弱みを自覚し、それを踏まえて自己能力を高める、気づき、考え、行動する、こ

のことを育成し、支援することを基本とした育成型の人事評価制度を導入している

ものです。この人事評価制度の中で職員一人ひとりが目標を設定し、目標達成のた

めにその目標を自主的に管理しながら、主体的に責任感を持って努力することを通

して成果を上げることを目的とした目標管理を行っており、この目標管理の仕組み

に計画、目標設定であるＰｌａｎのＰ、実施目標遂行であるＤｏ、Ｄ、評価、検証、

目標評価であるＣｈｅｃｋ、Ｃ、そして、改善見直し、目標改善であるＡｃｔｉｏ

ｎ、Ａとして行っておるものでございます。このことで目標に挑戦する意欲の醸成、

目標を達成する実行力を身につけ、業務に良好なサイクルを職員自ら生み出すこと

を期待して行っているということでございますので、ご理解をお願いいたします。 

 次に、二つ目の採用試験の見直しを行うとあるが、どのように見直すのかという

ご質問に対し、６年度の取り組み現状も含めてお答えしたいと思います。 

 現在、少子化に伴い採用年齢対象者の減少、これに全国的に公務員離れが懸念さ

れ、受験申込み自体が減少している状況であり、これ以降、一般事務でご説明いた

しますが、本町の一般事務での受験申し込み状況につきましては、令和元年度４７

人、２年度４４人、３年度４１人、４年度３２人と年々減少傾向でございました。

試験内容も４年度までは１次試験を高卒程度以上の教養試験、性格特性検査、事務
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特性検査、２次試験を集団討論、集団面接、作文、３次試験を個人面接としており

ましたが、５年度から本町が求める人材の採用を行っていくということが重要であ

るということを踏まえ、面接対策をしっかりと訓練して来ている者に対して考えを

問う質問ではなく、受験者の行動事実を問う質問と、その回答内容から受験者の能

力、姿勢、態度等を評価する行動特性を見る面接へ変更し、見極める力をつけるた

めに面接官研修も５年度から行い、５年度におきましては、１次試験は変わらず高

卒程度以上の教養試験、性格特性検査、事務特性検査で実施し、２次試験を集団面

接のみに変更し、３次試験を変更なしの個人面接としましたが、受験申込者数は３

３人と前年度と変わりませんでした。しかしながら、面接内容等を変更し、いい人

材の確保に向けた取り組みが進められたというふうに考えております。 

 このことで５年度を振り返り、２次試験の集団面接では一人ひとり深掘りする時

間が不足したこと。５年度受験申込者数も伸び悩んだことから、今年度６年度にお

きましては、１次試験の内容も公務員志望の新規学卒や社会人でも幅広く受験でき

るよう基礎的な内容が出題され、特別な対策などが不要である職務能力試験と公務

員としての適応性などを見る職務適応性検査といたしました。それと、これまでと

同じ事務適性検査で実施変更をしております。採用試験の実施回数もこれまでは年

１回の実施でございましたが、前期の７月と後期の９月と、今年度につきましては

年２回実施、２次試験は個人面接に変更、３次試験はこれまでと同じ個人面接を行

いますけれども、受験申し込みも５年度までは紙ベースのみの持参、または郵送受

け付けとしていたものを、今年度６年度におきましてはインターネットの受験申し

込みサイトを活用し、原則、この申込みサイトからの受け付けと変更し、採用試験

２回の合計受験申込者数は８６人と増加となりました。併せて採用試験を年２回に

変更したこともあり、インターネット活用により事務効率化も図ったところです。 

 また、受験申し込みサイトでは、若手職員の現状の声や一緒に働きましょうなど

のメッセージも出しているところです。どの自治体におきましても、まずは採用試

験に受験申し込みをしてもらうため、そしてよりよい人材確保のために様々な職員

採用試験や受験申し込みのための工夫を行っております。 

 本町においても、今後も受験申込者の増加、本町が求める人材の確保のために適

宜職員採用試験等の見直し工夫を行うとともに、採用試験の内容だけでなく、働く

職場のよりよい環境づくりなどの取り組みに努めていきたいというふうにも考えて

おります。 

 次に、資料の３ページ、２枠目から８ページの行政政策係と兼務の地方創生戦略

室です。 

 区長会関係事務から広報広聴、行政評価、政治倫理審査会、選挙関係、合併２０

周年記念事業、臨時的な新型コロナ交付金事業などの取り組みと幅広く業務を行っ

ております。 

 行政区長につきましては町とのパイプ的役割を担っていただき、感謝している状

況です。近年は、核家族化や転入による世帯数の増加により、行政運営と同じく各

行政区での課題も多様化しておりますので、今後、課題に対する研修会等の開催も

引き続き検討していきたいと考えているところです。 

 町からの情報発信は、住民との情報や課題を共有しながらまちづくりに参画して

もらう大切な一つでございますので、今後も広報紙をはじめ、ホームページなど、

各媒体を活用しながら幅広い周知啓発の取り組みに努めていきたいと考えていま

す。 

 選挙につきましては、選挙の大切さを伝えるための小中学生からの指導教育とと

もに、１８歳到達者の高校生への政治、選挙に関心を持ってもらう主権者教育など
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を含め、投票率向上対策に努めていきたいと考えています。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業につきまして

は、決算書で説明いたしましたとおり、六つの事業を行い、物価高騰などにより対

策を図り、住民生活への支援策、地域経済の活性化に寄与する取り組みを行ってお

ります。６年度も同様な事業に取り組んでおりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 ここで、柳委員と木村委員の質問にお答えいたします。 

 まず、柳委員の世帯数減少行政区の合併支援の対策をどのように考えているのか、

世帯数増加行政区の分割の方法は考えていないかというご質問でございます。 

 直近では令和５年６月定例会での奥村議員の一般質問でもお答えしております

が、本町における行政区の合併は、平成２０年４月１日に当時の小路区、勝山区、

陣高区、一八区の４区で合併された三並区を最後に、現在まであっていないことは

議員ご承知のことと思っております。また、行政区合併についての相談等は現在受

けていない状況でございます。地域においては人口減少や高齢化により従来からの

コミュニティ機能が低下し、維持していくことが危ぶまれる状況が見受けられる地

域もあるかと思います。 

 地域における暮らしの安心を支えてきたコミュニティの維持などが求められる一

方で、小規模・高齢化する地域では担い手の不足をはじめ、多くの課題に直面して

いる状況でもあろうかと思っております。コミュニティの維持など図る上では地域

住民の皆さん自らが地域の現状を把握し、地域の将来について認識を共有すること

が大切であり、その中で校区内や歴史的つながりがある地域同士などで地域間の相

互扶助や連携を行っていくことも一つの重要な対策となってくると考えておりま

す。そういった意味でも行政区の合併は地域の方々が自主的に推進するものであり、

行政区には歴史や伝統がございますので、町が強制的に推進すべきものではないと

考えておりますが、まずは地域からの自主的な合併等の相談などがあれば助言等を

含めた支援、それ以外の支援が必要なときはその状況に応じて県と一緒の席に着き

たいというふうに考えております。 

 また、世帯数増加行政区の分割については、現在考えてはおりません。 

 次に、木村委員の資産等報告書の記載事項等を見直すべきとの意見について説明

をというお尋ねです。 

 筑前町政治倫理条例の柱となる資産公開制度は、対象者の毎年の資産状況や納税

状況を正確に把握し、資産形成の推移を明らかにすることで町政に深く関わるもの

として町民の信頼に応えるものであり、そのため、資産等報告書には透明性及び確

実性が求められております。 

 筑前町政治倫理条例第５条において資産等報告書に記載すべき事項が規定されて

おりますが、透明性及び確実性を図っていく上で記載すべき事項の見直しが必要で

はないかという意見が筑前町政治倫理審査会から出されているところでもございま

す。 

 具体的に申し上げますと、預貯金について普通預金の審査が必要ではないかとい

う委員からの意見が出ているのも現状でございます。このことも含めまして、項目

の追加だけではなく、現在ある項目の削除も含めて近隣自治体の実施状況などを踏

まえ、委員会として検討をされている状況でもということをお伝えしておきたいと

思っております。 

 最後に、今年度は合併２０周年を迎えます。先ほど申し上げましたとおり、この

記念すべき節目の年に町民とともに祝い、融和と一体感をより深め、２１年のスタ

ートに向けてさらに本町が発展することを念頭に、合併２０周年記念事業の取り組
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みを進めていきますので、引き続きのご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 以上で総務課の説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員 

 

 成果と課題の２ページでお尋ねします。 

 人事秘書係の５年度採用試験、保育士の方の採用試験３回計画したんですが、残

念ながら１人しか採用されていないということで、保育士の数は大丈夫なんでしょ

うか。お尋ねします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 保育士の採用につきましては非常に苦慮している状況でございます。募集をかけ

たとしてもなかなか応募がないという状況でもございました。それで、５年度は３

回行いました。うち２人申し込みがありまして、１人を採用したところでもござい

ます。それでも保育所につきましては、保育士の正規職員ですね、保育士は不足し

ている状況でもございますので、今年度も引き続き募集を行って、採用試験を行っ

ている状況でございます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  ほかに質疑はありませんか。 

 原口委員 

 原口委員  成果と課題の４ページでございます。 

 行政評価制度でございますけども、将来の課題で職員の事務負担軽減という言葉

が昨年も同じような課題がされてあったようですけども、５年度にどのような取り

組みをされたのかお尋ねいたします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 行政評価制度につきましては、一つのエクセルを活用した部分で事務作業を行っ

ておるんですけども、その部分について非常にちょっと、入力のやり方、集計の仕

方、いろいろ事務に負担がかかっておりますので、そこを見直しをしていこうとい

ったところで課題に上げていたところです。５年度につきましては、その部分につ

いての、業者に委託している部分もございましたので、その辺の相談等も行ってい

るところでもございます。 

 実質的には５年度大きな改修は行っておりませんが、今年度につきましても、そ

ういった部分の見直しを行いながら、次年度に向けた行政評価の集計のやり方、入

力の仕方、そういった部分を現在検討しているところでもございます。４年度から

５年度につきましてはそういった部分ではシステムの変更、事務作業等については

何ら影響もありませんでしたので、課題として上げさせていただいているところで

ございます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 河内委員 

 河内委員  成果と課題の２ページです。 

 人事秘書係の組織機構改革事務、大体いつ頃を目途に全庁の機構改革を目指して

いるのかお尋ねします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 
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 昨年度の河内議員の一般質問でもお答えしたと思っておりますけれども、ある程

度の組織自体というのは、決定ではございません、練ってはおりますが、そのとき

にもお答えしたと思っておりますが、そういった部署を本庁への配置やそのほかの

配置というふうに考えますと、限られたスペースの中でのその部署の配置となりま

す。そういったことを考えますと、やっぱり公共施設のスペース、限られたスペー

ス、それから、職員が参りますのでその分お客さんも当然増えてまいります。そう

いうことを考えれば駐車場の関係も考えなくてはなりません。そういった部分を合

わせていろんなことを、やはり課題が一つ一つ組織を見直す、配置先を考える、そ

ういったことを考えれば、いろんな課題がまた付与して、付与というか、新たに出

てきたところでもございます。 

 まずはそういった部分を確実に解決ができる方策をとらないと意味がないという

ふうに考えておりますので、今、お尋ねの、じゃあいつからやるのかというのは、

ちょっとその辺りも正直見えてないというのが現状でございます。 

 ただ、住民が求めるサービスの向上、それから職員の事務効率化における事務の

効率化を図る組織、そういった部分については、随時、適宜練り直してはおります

けれども、そういった部分の配置、駐車場、そういった部分も含めてトータル的に

解決した上で、方向性が見いだした上で、やはり打ち出すべきものだと考えており

ますので、そういった部分の方向性が見えたときに何年度とか、何年何月からとか

という形をお示ししたいというふうに考えます。 

 現実的には、お答えになってないかもしれませんが、そういった部分を練り直し

をしておりますので、何も考えてなく引き続きそういった部分の作業は行っており

ますが、そういった部分がまだ見いだせてないっていうところでのお答えとさせて

いただきたいと思います。 

どうかご理解をお願いいたします。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で総務課を終わります。 

 先ほどの河内委員の交付部数の件で、山本議会事務局長から発言の申し出があっ

ておりますので、これを許可します。 

 議会事務局長 

議会事務局長  先ほどの河内委員の「議会だより」と「広報ちくぜん」の印刷部数の差の件でご

ざいます。 

 総務課が発行しております「広報ちくぜん」につきましては、町内の世帯以外に

も配布をしているということでございます。例えば事業所や、あと関係する官公庁

等々に配布しているということで、その差の数字でございます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  出納室の説明を求めます。 

 出納室長 

 出納室長 

 

 それでは、出納室の令和５年度決算及び主要施策の成果についてご説明いたしま

す。 

 まず、決算のほうから説明いたします。 

 タブレットの決算書、７０ページをお開きください。 

 歳出、２款１項４目会計管理費です。支出済額６７０万９,０００円余でございま

す。会計年度任用職員の報酬をはじめ、決算書の印刷製本に係る需用費、口座振替
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等の公金受払手数料に係る役務費、指定金融機関の人件費負担金など、経常的な経

費が支出の主なものとなっております。 

 簡単ではございますが、決算の説明は以上でございます。 

 続きまして、主要施策の成果及び将来の課題について説明いたします。 

 タブレットの成果と課題の９ページをお開きください。 

 出納室の主要施策として、基金運用業務を挙げております。施策の方向性としま

しては、筑前町公金運用指針に基づき公的資金の確実かつ効率的な運用を行うこと

を前提とし、施策を展開しております。具体的措置としましては、元本の安全性、

資金ニーズに対応できる流動性を常に確保し、より効率的な運用に努めるものとし、

国債、地方債、政府保証債等の公共債により運用収益の向上を図りました。 

 成果としましては１,２０１万円余の運用益を得ております。 

 将来の課題につきましては、令和５年度は金融緩和政策による超低金利が続く中、

債券利率の変動を見極め、国債の購入を行うことができたことで利子収益が前年度

の利子収益を上回ることができました。 

 一方で、保有債券の売却や入れ替えについては利子変動に応じて債券価格が変動

するため、売却益の獲得には難しいものがありました。当面大きな運用益の向上は

難しい面がありますが、本年３月には日銀のマイナス金利政策が解除され、７月末

には政策金利の引上げが決定するなど、今後の金融政策の動向を注視しながら金融

機関等からの情報収集に努め、安心確実で効率的な基金運用を図っていきたいと考

えております。 

 以上で出納室の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で出納室を終わります。 

 委 員 長  企画課の説明を求めます。 

 企画課長 

 企画課長  それでは、企画課の決算についてご説明をさせていただきます。 

 決算書の７６ページをお願いいたします。 

 ２款１項１９目企画費です。職員、会計年度任用職員等の人件費を除く企画課所

管の支出額は１億２,４４７万円余でございます。 

 主に、ふるさと応援寄附金に関するもの、総合計画に関する事務、広域地域振興

に関する活動、祭りやイベントの補助、ボランティアセンター運営等に要する費用

ほか、公用車管理等の庶務的経費になります。令和５年度は、ふるさと応援寄附金

に関する経費として返礼品並びに配送料が５,８６５万円余、カード決済手数料が３

４万円余、ふるさと納税促進委託料２,２１７万円余となっています。委託料の内容

は、インターネットによる寄附受付６サイトの運営費、返礼品や事業者の開拓、サ

イト掲載支援などの事業推進委託料です。 

 柳委員ご質問の報償費の執行残ですが、寄附金額を２億円を目標に予算化してお

りましたが、結果的に１億５,０５２万円余となりましたので、返礼品等経費の不用

額が出ております。寄附のピークは１２月ですが、その後も継続的に寄附受け付け

をしております。補正の判断はスケジュール上１２月末の時点になりますので、見

込みが難しく補正はしておりません。 

 同じく委託料として、総合計画後期基本計画策定に向けた住民アンケート調査を
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行いました。３８２万円余です。ボランティアセンターの運営委託料として４７９

万円余となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 柳委員ご質問の地域力創造アドバイザーにつきましては、令和４年度に引き続き、

外部専門家として企業版ふるさと納税に関する企業訪問やプロモーション活動など

の支援、また、国の施策に関する情報提供や相談、町長への政策アドバイスなどを

お願いしております。３６０万円余の委託料となっております。企業版ふるさと納

税促進委託として、寄附希望企業とのマッチング業務を３事業者３名の個人事業主

と契約をし、寄附実績に応じ３０５万円余を支出しました。 

 １８節負担金補助及び交付金は、広域地域振興に関する各種団体の負担金や町内

祭りなどの補助金を支出しております。令和４年度からの変更点として、商工会主

催の筑前町産業フェスタ、城山マルシェ、また、中断していました夜須高原感謝祭

の補助を行いました。 

 次に、決算書、８４ページをお願いいたします。 

 ２款１項２３目コミュニティ推進費です。支出額８１０万円余です。ちくぜん少

年大使館の施設運営管理費が主なものとなります。予備費の充用につきましては、

大使館のエアコン室外機が故障し緊急対応を要しましたので、５５万円を充用して

おります。南部地区コミュニティ運営協議会活動への助成につきましては１４万円

余を支出しております。 

 続きまして、２４目男女共同参画推進費です。 

 まず、記載の訂正をさせていただきます。１節報酬の備考欄、男女共同参画苦情

処理委員日額報酬と記載されておりますが、正しくは、男女共同参画推進審議会委

員でございます。恐れ入りますが、訂正をお願いいたします。 

 それでは、説明に移ります。 

 ８４ページから８６ページにかけて、人件費を除く事業費が５７６万円余です。

男女共同参画プランに基づく事業の実施、男女共同参画センターの運営管理が主な

ものです。男女共同参画推進事業として、講座やコンサート、映画上映等の実施で

講師謝金、次のページの託児、保険、資格取得講座委託料、使用料等合わせて１０

７万円余の支出。また、ＤＶ等相談窓口の委託で４３万円余の支出となっておりま

す。その他はリブラの施設管理費になります。修繕費としましては、ロビーのガラ

ス取り替え、誘導灯の交換等を行いました。 

 決算書の９０ページをお願いいたします。 

 ２款１項２９目公共交通活性化対策事業費、支出額６,１９８万円余です。主なも

のとして、令和５年度は法定協議会の設置、地域公共交通計画の策定、オンデマン

ドバスへの移行に要する経費、バス待合所、駐輪場の管理費と繰越事業の篠隈新道

バス待合所設置工事などになります。 

 バスの運行経費は、車両の法定点検、修繕費、燃料費などで４９７万円余、巡回

バス運行委託料が１,２３９万円余、オンデマンドバス運行等に関する経費が２,６

２９万円余、移行に伴う乗降所整備やラッピング、回数乗車券などの印刷費など、

２８５万円余の支払いとなっております。防犯カメラにつきましては、新たに山隈

駅に設置をし、１月からの３か月分の支払いとなっております。備品としまして、

パソコンを購入しております。オンデマンドバスの運行予約の確認等をシステムで

行うため、運行事業者に貸与をしております。地域公共交通会議に対する負担金と

しましては、地域公共交通計画策定に対する国補助が法定協議会を対象としている

ため、町から法定協議会に負担金として支出をしたものです。最後に、繰越事業と

して篠隈新道バス待合所設置工事を行っております。 
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 次に、９２ページをお願いいたします。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費です。企画課では１８節負担金補

助及び交付金として甘木鉄道に対する支援を行いました。燃料等物価高騰分を沿線

自治体で負担し、８４万円余の支出となっております。 

 次に、決算書１０２ページです。 

 ２款５項１目統計調査総務費３３０万円余の支出です。令和５年度は住宅土地統

計調査、経済センサス調査区管理に関する経費になります。主に会計年度任用職員

の人件費、調査員報酬、通信費、消耗品などになります。 

 次に、決算書の１５０ページをお願いいたします。 

 ６款１項３目観光振興費です。支出額２９０万円余です。令和５年度は、町のＰ

Ｒとして情報誌等への広告掲載に１２万円余、例年登山道の草刈り等を委託してお

り、九州自然歩道、砥上岳、目配山、合わせて５２万円余の支出を行いました。ま

た、登山者の安全確保のため、方向指示などの案内板の整備や草場川の桜並木の見

学者に対する注意喚起看板の製作を行いました。 

 備品購入については、航空法によりドローンを飛ばす場合は機体情報の登録とそ

の情報を発信する装置の搭載が義務づけられたため、外づけのリモートＩＤ機器を

購入しました。 

 観光関係の各種団体負担金は例年並みの支出となっております。広報や冊子掲載、

イベント開催など、観光情報の発信に連携をして取り組んでおります。 

 次に、決算書、１６２ページをお願いいたします。 

 ８款１項１目常備消防費です。広域消防の筑前町負担分として４億２,８１６万円

余を支出しております。 

 以上で決算書の説明を終了させていただきます。 

 続きまして、決算審査特別委員会資料をお願いいたします。 

 企画課企画調整ふるさと納税係から順に、主なものについてご説明します。 

 資料の１０ページをお願いいたします。 

 まず、総合計画策定事務です。令和２年度からの第２次総合計画に基づく事業の

進捗把握等を行っております。令和５年度につきましては、後期基本計画策定のた

めの住民アンケート調査を実施しました。現在は、前期計画の検証等の取りまとめ、

審議会における審議などを実施をしております。 

 また、広域的な地域振興として甘木・朝倉広域市町村圏事務組合、県南総合開発

促進協議会などにおいて、関係機関、構成自治体等と連携し、要望活動等の取り組

みを行っています。県南による提言活動、広域圏の県知事提言活動ともに、当町の

課題解決を目指して関係部署との連携を図りたいと考えています。 

 次に、甘木鉄道に関しましてです。鉄道の安全輸送のため、車両等設備の整備に

国、県、沿線自治体と連携して取り組んでいます。令和７年度から車両の更新が計

画されており、自治体負担の増加が予想されております。国の補助制度活用を検討

しているところです。 

 １１ページをお願いいたします。 

 令和５年度ふるさと応援寄附金は、掩体壕のクラウドファンディングを含め１億

５,０５２万円余の寄附が寄せられました。寄附サイトの内容を充実させるため、返

礼品のサイト掲載や見せ方、返礼品開拓などの業務を新たな業者と契約をしており

ます。寄附額の低迷に関してもデータ分析や寄附者の傾向等を協議しながら、改善

できる部分から取りかかっております。今後も制度の適正運営を図り、寄附推進を

していきたいと考えています。 

 次に、国際交流に関しましてです。 
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 寺原委員ご質問の外国人の生活支援につきましては、外国人住民の増加を受け、

生活に必要な情報の多言語化などの支援を検討しています。町では民間団体による

国際交流活動が盛んとは言えず、団体との連携や支援は行っていない状況です。ま

ずは窓口の外国語対応、配布物の多言語化などから取り組みたいと考えています。 

 公共交通活性化対策といたしまして、令和５年度末に地域巡回バスからオンデマ

ンドバスへの移行を行いました。体験乗車期間の利用件数は６,０６９件でした。年

度末時点での会員登録数は７５０人です。令和６年４月から遠距離の通学利用、１

０月から本格運行となります。乗車データや利用者アンケートを活用し、公共交通

会議において検証しながら、公共交通の維持向上を目指します。 

 寺原委員及び木村委員からご質問がありました、有償運行となった現在の状況に

つきましては、令和６年７月現在で会員登録数９０９人、４月からの利用件数は累

計で４,２５４件、有償運行になってからの一月あたりの平均利用件数は１,０６３

件となります。うち小学生の登録は１００人ほど、４月からの利用件数は９７３件

です。この数値には通学利用以外の利用も含まれております。 

 次に、資料１２ページをお願いいたします。 

 公共交通の利用促進としてバス停や駅の待合所、駐輪場等の管理を行っています。

甘木鉄道の三つの駅に防犯カメラを設置する計画で、５年度につきましては山隈駅

に設置をしております。 

 次に、広域観光及び観光総務事務から観光施設整備業務までが観光関係の事務と

なります。県や筑後地区などの観光関係団体に加入し、観光情報誌やＳＮＳによる

情報発信、イベント参加などに連携して取り組んでいます。観光施設整備としまし

て、登山道の整備など、宿泊税交付金を活用して行っています。 

 柳委員からのサイクルロード整備のご質問ですが、現在のところ、サイクルロー

ド整備の構想はありません。整備の程度にもよるとは思いますが、道路の所有者や

整備費用、維持管理などが想定されます。整備の事例等あれば研究させていただき

たいと思っております。 

 観光関係につきましては、町独自の情報発信基盤を整え、様々な情報の収集、最

新情報の発信、町のＰＲ動画の制作などに取り組んでいきたいと思っております。 

 次に、移住相談に関するものです。 

 寺原委員のご質問ですが、移住相談窓口を企画課に置き、各課と連携し相談対応

を行っています。相談の多くは、移住に関する補助金等に関するお問い合せです。

また、県の移住ポータルサイトや情報誌への町施策の情報提供、若い世代や子育て

世帯をターゲットにした移住ガイドブックの配架などにより、町の魅力の発信をし

ています。引き続き情報発信を行っていきたいと思っております。 

 次に、１３ページをお願いいたします。 

 令和５年度から３名の地域おこし協力隊が起用され、教育課、農林商工課、大刀

洗平和記念館でそれぞれの任務にあたっています。隊員同士の交流や協力隊関連の

各種研修、情報提供などの支援を行っています。 

 寺原委員ご質問の隊員の活動の周知につきましては、まず、着任時に関連する地

域や団体、地元住民の方に対する活動の理解は現課にて対応しております。今後、

活動報告の機会を設ける予定ではありますが、どのような形で行うかは隊員と協議

してまいりたいと思っております。また、任期終了後の定住について、柳委員から

もご質問がございました。地域おこし協力隊制度の課題の一つに挙げられている、

任期終了後の出口が見えず不安を抱える隊員も多いという現状は、しっかり捉えて

受け入れをしております。活動や定住に関し、サポートは欠かせないという共通認

識の上で、隊員とのコミュニケーション、意向を踏まえた支援をしていきたいと考
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えております。 

 次に、企業版ふるさと応援寄附金です。 

 令和５年度の寄附実績は、２９企業から１,５９５万円の寄附を受けております。

寄附希望企業とのマッチングを事業者及び個人事業主に委託し、実績につながって

いると思っております。内閣府によるマッチング会にも積極的に参加し、戦跡保存

活用事業への寄附を中心に活動をしてまいりました。 

 次に、光ブロードバンド整備事業です。 

 令和４年度に民間通信事業者により整備が完了し、町の設備からの移行を令和６

年度末を目指し、利用者や住民への説明や問い合せ対応を行ってきました。既存の

サービス利用者の移行率は７５％ほどですので、新サービスへの移行を促していき

たいと思っております。 

 原口委員のご質問にありました移行されない要因につきましては、調査はしてお

りませんが、広報紙掲載等により移行期限や早めの意向についてのお知らせをして

おります。また、現サービス事業者であるケービレッジは利用者を把握しておりま

すので、移行を促すようにお願いしているところです。 

 次に、資料１４ページをお願いいたします。 

 コミュニティ男女共同参画係になります。男女共同参画推進業務です。 

 男女共同参画社会基本法のほか、ＤＶ防止法、女性活躍推進法に基づく基本計画

と位置づけ、プランを策定しております。現在、第４次男女共同参画プランに基づ

き各種施策の推進と進捗管理、検証等を行っております。男女共同参画センターを

拠点施設と位置づけ、啓発や講座、相談事業に取り組みました。困難女性の支援に

つきましては、令和８年度からの次期プランに組み込んだ策定を検討しております。 

 １５ページをお願いいたします。 

 筑前町ボランティアセンターの設置運営を社会福祉協議会に委託をしておりま

す。ボランティアセンターでは、ボランティアの依頼に対するマッチングを行うと

ともに、人材育成、ボランティア意識の啓発などを行っております。ボランティア

センターの運営状況については、そちらに記載のとおりです。定期的な情報共有、

意見交換により連携して取り組んでおります。 

 次のコミュニティ推進業務につきましては、地域コミュニティの活性化や身近な

課題の解決に向けた取り組みの支援を行います。令和５年度はコミュニティセンタ

ー助成事業の申請を行いました。 

 寺原委員ご質問のコミュニティ組織の見通しにつきましては、これまでにも様々

にご意見をいただいております。南部５地区をモデルに１０年ほど取り組みを継続

し、この間、行政区長研修や出前講座、個別の働きかけによる他地域のコミュニテ

ィ形成を試みてきましたが、新たなコミュニティ組織の立ち上げには至っておりま

せん。南部地区コミュニティでは活動が継続されていますが、地域住民の意識、人

材の確保や各行政区運営との重複で、特に役員の負担が増えているという課題も出

ております。 

 町では各区自治組織が地域に根差し、防災や見守りなどの活動にしっかり取り組

まれていることもあり、その枠を超えたコミュニティの枠組みがなじまず、受け入

れがたいのではないかとも思われます。その一方で、組織運営や活動継続の課題を

抱える自治会も出てきている現状もあります。 

 少子高齢化、人口減少、災害対応などの課題解決を図るために、地域が行政と協

働で取り組む主体性やコミュニティの枠組みの理解を進める必要があると思ってお

ります。 

 最後に、統計調査事務です。 
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 国からの委託業務として、統計法等に基づく各種統計調査が実施されています。

令和５年度は住宅土地統計調査を実施、その他、経済センサス、農林業センサス、

国勢調査の調査区管理や準備等を行いました。 

 以上、企画課からの説明を終了させていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりました。質疑に移ります。 

 山本一洋委員 

山本一洋委員  成果と課題、１１ページのふるさと応援基金の項目でございますけれども、寄附

額が令和４年度より５年度では大きく減少いたしております。ふるさと応援基金が

貴重な自主財源であることは十分承知しておりまして、また、今後もこの基金を活

用しての事業を大きく展開をしていただきたいと思っているところでございます。 

 そこで、将来の課題のところに寄附金額が低迷しているため、改善すべき点は速

やかに正していくとあります。この説明もされたかと思いますが、どのような改善

すべき点があるのかをお尋ねします。 

 そして、そのことで、中期財政計画にありますけれども、年間１億円の積み立て

の目標がございます。達成に向けてどのように努力をされるのか、併せてお尋ねを

いたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 昨年度、寄附額が伸びなかった一因に、法改正がありまして、その分でちょっと

一律に寄附金額を上げたという経緯がございます。その分につきまして、今は一つ

ずつ見直しをしているところです。一律で上げたのについて、一個一個個別に見直

しをしているところです。 

 それと、主力返礼品になるものをということで、みんなで協議をしまして、力を

入れる商品について今開拓をしているところでございます。 

 委 員 長  山本一洋委員 

山本一洋委員  大まかには分かるんですけど、この書き方からいうと、もう既に改善すべき点が

あるというふうに認識してあるのかと思っています。その点をじゃあ来年度にどう

いうふうに展開されようとしているのか、意気込みをお尋ねいたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えします。 

 今現在取り組んでおりますのは、主力返礼品の開拓です。今まで一つしか出して

いなかった商品について、五つほどのバラエティーを考えて、いろいろ、そういっ

たことから地道に取り組んでいるところです。 

 委 員 長  よろしいでしょうか。 

 奥村委員 

 奥村委員 

 

 今の質問の関連でございますけど、本町は減少傾向にあるということですが、全

国的にはどういう傾向にあるのでしょうか。まず、それをお尋ねいたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 全国的には寄附をされる方は増えているということで、寄附額も上がっているよ

うでございます。ただ、自治体によって寄附金額っていうのには差があるような状

況でございます。 

 委 員 長  奥村委員 

 奥村委員 

 

 全国的には増えているという、増加傾向にあるという回答でございましたけども、

じゃあなぜ本町が減ったのか、その要因ですか、そこら辺考えられるものをお尋ね

いたします。 
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 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 要因はいろいろあると思いますけれども、うちの主力だったイチゴが県の共通返

礼品になったことで、やはり寄附額が一度低迷をしております。そこからの回復が

なかなか見込めないというか、主力返礼品がないような状態の中で、ちょっと低迷

を続けているというところです。 

 あとは、先ほども申し上げましたけれども、総務省の法規制のほうがちょっと厳

しくなりまして、寄附金額を上げているというところで、そこも原因なのかなと思

っております。 

 委 員 長  奥村委員 

 奥村委員 

 

 来年度は目標を２億数千万円って掲げてありますけども、その内容ですか、その

目標の詳しい部分、どうしてそういう２億数千万円に上げる計画が立ってあるのか、

そこをお尋ねいたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 ６年度の予算の目標額ということですよね。試算をした時期が当初予算編成時期

であって、そのときの実績と見込みに応じたもので、その目標額になってしまいま

したけれども、もちろん目標として目指すのは今までの一番多かった寄附額のとこ

ろを超えていきたいという目標がございます。そのために今、主力返礼品になろう

としているような商品も開発しておりますので、努力していきたいと思っておりま

す。 

 委 員 長  ほかに質疑ございませんか。 

 池松委員 

 池松委員 

 

 成果と課題の１０ページの町民アンケートなんですが、町民アンケートは町のこ

とに関心を持ってもらうということにもつながると思いますが、１,５００名のアン

ケートで回収率４１.８％ということなんですけれども、これは回収率高いのか低い

のかというのをどう考えられているかということと、今後、町民アンケートを行っ

たときに、回収率を上げるためにはどうしたらいいかというところをお尋ねしたい

と思います。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 回収率が適正かどうかということだと思います。一般的に３割ほどの回収率があ

ればアンケートとしては一応参考にできるというようなふうに思っております。 

 あと、その工夫ですけれども、インターネット回答を取り入れております。また、

前回のときよりも設問数を少し減らして、回答しやすい、協力していただけるよう

な感じに持っていってはいるんですけれども、そういった努力をさせていただいて

おります。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で企画課を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩します。 

 午後１時から再開をします。 

（１１：４１） 
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 再  開  

 委 員 長 

 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：００） 

 委 員 長  大刀洗平和記念館の説明を求めます。 

 大刀洗平和記念館長 

大刀洗平和記

念館長 

 こんにちは。 

 それでは、大刀洗平和記念館の令和５年度決算及び主要施策の成果と課題につい

てご報告いたします。 

 本来であれば、令和５年度は企画課の所管ではございますが、令和６年度体制で

大刀洗平和記念館からご報告いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 最初に、決算についてご説明いたします。 

 決算書、７６、７７ページをお願いします。 

 ２款１項１９目企画費でございます。支出総額は２億４１５万４,０００円余とな

っておりますが、このうち大刀洗平和記念館での支出総額は２９万５,０００円余で

す。これは、大刀洗平和記念館で所管しております平和推進事業等の経費で、平和

の碑の集いの献花用の花やピースキャンドルのキャンドルなどの消耗品、戦跡掩体

壕周辺の草取りや清掃等の管理委託料、大刀洗飛行場平和事業推進協議会の負担金、

朝倉原水爆禁止協議会助成金等を支出しております。 

 ここで柳委員から事前質疑がありました朝倉原水爆禁止協議会助成金の在り方は

２団体あるようだがにつきましては、朝倉原水爆禁止協議会が実施されている平和

行進などの活動に対し、町の理念とする恒久平和の取り組みと認め、助成しており

ます。 

 続きまして、７８、７９ページをお願いします。 

 ２０目平和記念館費です。支出総額７,３２６万７,０００円余、前年度比６５４

万円余の減でございます。支出内容につきましては、会計年度任用職員１２名、地

域おこし隊協力隊１名の人件費、企画展や記念館のＰＲに関するもの、記念館の光

熱水費や清掃委託料などの施設管理費、戦跡掩体壕の保存整備のための設計業務委

託費等が主なものです。 

 主な減額の要因としましては、８０、８１ページの１７節備品購入費が１,１３１

万１,０００円余の減となっております。これは主に、令和４年度に「震電」の実物

大模型を購入した費用１,１００万円が減少したものです。 

 次に、令和５年度決算に係る主要施策の成果及び将来の課題についてご説明いた

します。 

 決算審査特別委員会資料、１６ページをお願いします。 

 主なものをご説明いたします。 

 まず、大刀洗平和記念館運営企画費事務です。大刀洗平和記念館は、町の理念で

ある「食に感謝し平和を願うまち」を目指して、町の責務として、大刀洗飛行場の

歴史と平和の大切さを語り継ぐ施設として運営しています。当館を円滑に管理運営

し、来館者を確保するため、令和５年度も魅力ある展示、分かりやすい解説、朗読

等に努めました。令和５年度の来館者数は前年度から１万５,８９５人増の９万７,

６４６人、うち、修学旅行等の学校数３３８校、児童生徒数２万５,９６６人がご来

館いただきました。 

 寺原委員から事前質疑がありました、入館者数はほぼ１万６,０００人増加してい

るが、来館学校数が１６校、児童生徒数が３,１００人以上減となっている理由はに

つきましては、高校の修学旅行でのご来館学校数、生徒数が大幅に減少したことが

主な要因です。これは、令和５年５月のコロナ５類移行により、コロナ禍で自粛し
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ていた行き先をコロナ前に戻されるようになったことが影響しているものと考えら

れます。 

 将来の課題としましては、安定的な入館者の確保、近年の猛暑による館内の暑さ

対策などの施設改善、ボランティアの確保、職員体制の強化などでございます。 

 木村委員から事前質疑がありました、専門の職員配置など職員体制の強化とある

が具体的に説明をにつきましては、記念館はこれまでの取り組みや「震電」効果も

あり、全国各地からご来館いただいております。知名度も徐々に上がってきており、

大刀洗飛行場だけでなく、大刀洗に関連するものや航空技術に関連するものなど、

より専門的なお問い合せがマスコミや各種専門家、個人の方から増えてきています。

現在は、有期雇用の学芸担当を中心に、寄贈された書籍や国の機関のホームページ

から公文書を検索したり、類似施設や外部の有識者に確認するなど、分かる範囲で

できるだけ対応するように努めているところです。 

 次に、戦跡保存公園整備事業です。当館周辺に点在する大刀洗飛行場関連の戦跡

は、当時を物語る貴重な戦跡資料です。特に高上地区にある掩体壕は希少な戦跡で

あり、保存整備を進めております。令和５年度は掩体壕整備に向け設計業務を委託

し、令和６年度に着手できるよう準備を進めてまいりました。また、整備費用につ

きましてもデジタル田園都市国家構想交付金やクラウドファンディングによる寄附

など財源確保に努めました。クラウドファンディングでは３３４人の方から６９９

万円のご寄附を頂いております。今後は貴重な戦跡としてフィールドワーク事業に

活用していくために、ガイドボランティアの募集、育成など、フィールドワークボ

ランティアの体制の充実が課題です。 

 最後に、柳委員から事前質疑がありました、決算書２８、２９ページ。 

 １５款１項２目５節平和記念館入館料の５００万円余減額につきましては、平和

記念館入館料の予算現額４,３２８万４,０００円と、調定額３,８０５万円余との差

が５００万円余でございます。令和５年度は福岡県の子ども美術館・博物館無料鑑

賞事業に参加しております。これは、小中学生の入館料を無料にするもので、小中

学生の入館料相当額が県より補助されています。小中学生の入館料相当分８４７万

８,０００円が県補助金の収入となりましたので、予算額より調定額が減収となった

ものです。 

 以上で大刀洗平和記念館の説明を終わらせていただきます。 

よろしくお願いします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 質疑ございませんか。 

 木村委員 

 木村委員 

 

 昨年度の来館者数が１万５,０００人ぐらい増えているということで、現在のその

人数でやっていって支障がないのか、お願いします。 

 委 員 長  大刀洗平和記念館長 

大刀洗平和記

念館長 

 

 

 お答えいたします。 

 今いる体制でできる範囲で対応させていただいているところでございます。また、

今後必要になる場合もあるかもしれませんけれども、またそのときにはご相談、検

討をさせていただきたいというふうに思っております。 

 委 員 長  ほかに質疑ございませんか。 

 河内委員 

 河内委員  成果と課題の１６ページです。 

 上から３番目、大刀洗平和記念館ブラッシュアップ研究員事業で、将来の課題と

して、学芸員の資格を持つ職員が有期雇用となるため、有期雇用後の体制が課題で
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あるとありますが、再雇用はできないんですか。 

 委 員 長  大刀洗平和記念館長 

大刀洗平和記

念館長 

 

 

 お答えいたします。 

 先ほど専門の職員配置のところでもお話ししましたように、記念館では大刀洗に

関連するものや航空技術に関連するものなど、より専門的なお問合せが増えている

ところです。事務継承のこともございますので、有期雇用ではなく、有期雇用以外

の雇用も検討しなければならないというふうに考えているところです。 

 委 員 長  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で大刀洗平和記念館を終わります。 

 委 員 長  財政課の説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  財政課の決算についてご説明させていただきます。 

 決算書の６６ページをお開きください。 

 ２款１項１目一般管理費です。財政課の所管につきましては、１０節需用費の消

耗品のうち１,２０３万７,０００円余です。学校を含めた庁舎全部署のコピー用紙、

事務用品などを財政課で一括購入しているものです。前年度より１９２万６,０００

円の増です。 

 ７０ページをお願いいたします。 

 ３目財政管理費です。主なものは１２節委託料の財政会計システム改修委託料１

２１万円及び財務書類４表作成支援業務委託料４４１万１,０００円です。 

 ５目財産管理費です。支出済額１億３,７５９万２,０００円余です。前年度より

３,７２５万５,０００円余の増です。 

 ７２ページをお願いいたします。 

 増額の主な要因は、１６節公有財産購入費２,３８５万７,０００円余の役場本庁

舎東側駐車場整備のための用地取得費です。 

 ６目財政調整基金から、７４ページの１７目そったく基金までと、ページが飛び

まして、９２ページの３７目観光振興基金費、さらに飛びまして、９４ページ、３

９目新型コロナウイルス感染症対策基金費、４０目企業版ふるさと応援基金費まで

が基金積立金でございます。 

 それでは、７２ページに戻っていただきまして、元金積立の大きなものをご説明

させていただきます。 

 ９目地域振興基金に前年度決算余剰金及びまちづくり支援自動販売機の売上募金

から積立金２億９,３８４万６,０００円余。 

 ７４ページをお願いいたします。 

 １０目公共施設等整備基金費に積み立て９,９４５万７,０００円余。 

 １３目多目的運動広場整備等基金費に積み立てとして、国有提供施設所在市町村

助成交付金１,９０３万８,０００円。 

 １５目ふるさと応援基金費にふるさと応援基金から経費を差し引いた額とガバメ

ントクラウドファンディング寄附金を積立額として６,８５３万円余です。 

 飛びまして、９４ページをお願いいたします。 

 ４０目企業版ふるさと応援基金費に１,３７８万６,０００円余の積み立てを行っ

ております。 

 ８０ページをお願いいたします。 
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 ２１目行政情報処理費です。支出済額１億８,２６２万円余です。前年度より８,

１４２万５,０００円余の増です。 

 ８２ページをお願いいたします。 

 支出の主なものは電算システムと保守の委託料及び使用料ですが、増額の主な要

因は１２節委託料で、ガバメントクラウドリフトとして基幹システムＯＳ切替業務

委託料４,５６３万９,０００円及び１８節負担金補助及び交付金、光ファイバー設

備譲渡負担金２,９９５万５,０００円余となっております。 

 飛びまして、１４４ページをお願いいたします。 

 ５款１項３目農業振興費において、農業集落排水事業分として１８節負担金補助

及び交付金の下水道事業会計繰出負担金８,４９７万１,０００円、２３節投資及び

出資金の下水道事業会計出資金１,０５０万６,０００円です。 

 １５８ページをお願いいたします。 

 ７款４項１目都市計画総務費において、公共下水道事業分として、１８節負担金

補助及び交付金の下水道事業会計繰出負担金４億９,７０９万３,０００円、２３節

投資及び出資金の下水道事業会計出資金２億８,１２１万８,０００円です。 

 ２１６ページをお願いいたします。 

 １１款公債費です。１３億５,００７万円余の元利償還を行っております。前年度

より２億２８５万３,０００円余の減額です。要因といたしましては、令和４年度は

町債残高の縮減のため繰上償還を行ったことによるものです。 

 １３款予備費では２,２６９万３,０００円を充用しております。主なものは、２

款１項１目一般管理費の能登半島地震義援金へ２００万円、２款１項１０目公共施

設等整備基金費への積み立てのため８２２万３,０００円、３款１項９目めくばり館

費のめくばり施設点検委託料へ１８３万２,０００円、９款５項１目三輪小学校費の

体育館玄関屋根改修工事へ１１８万９,０００円、１０款２項１目現年発生道路橋梁

災害復旧費の被災箇所の緊急な測量・設計委託料へ５００万円です。 

 ２１８ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書でございます。 

 歳入歳出差引額３億２,２３９万７,０００円です。翌年度へ繰り越すべき財源２,

５８６万１,０００円、実質収支額２億９,６５３万６,０００円でございます。 

 次に、３０２ページをお願いいたします。 

 財産に関する調書です。増減のあったものについてご説明いたします。 

 土地の公用財産の庁舎９８１.８１平米の増は、役場本庁舎東側駐車場です。公共

用財産の学校施設３８２.６３平米は、三輪中学校正門前の駐車場です。道路施設６,

２５５.５８平米の増は、宅地開発に伴い整備された道路用地の寄附が主なもので

す。河川施設の２,２０５.１２平米の増は、寄附等によるものです。都市計画施設

１８４.７９平米の増は、宅地開発に伴い整備された公園の寄附等によるものです。 

 次に、普通財産の雑種地２.０５平米は、払い下げを前提とした表題登記によるも

のです。山林１４万６１６平米は、県行造林廃止に伴い、県等地縁団体制度がなか

った頃の行政区との整理で事務手続き上一時的な承継移転となっており、来年度以

降は減少になる見込みです。原野０.９３平米、池沼４３.９１平米は交換によるも

のです。 

 ３０３ページをお願いいたします。 

 次に、建物、非木造の公共用財産福祉施設１４８.１７平米は、東小田小学校第２

学童保育所です。その他、公共用財産２１平米は、西鉄バス篠隈新道バス停です。 

 ３０４ページをお願いします。 

 有価証券及び出資による権利については、前年度から変更はございません。物品
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の自動車につきましては、年度中に３台の廃車に対して新規購入が１台あったため、

増減高は２台減となります。 

 ３０６ページをお願いいたします。 

 基金でございます。基金には出納整理期間がないという考え方でありますので、

決算年度末現在高と５月末の出納閉鎖日現在高を記載しております。予算執行は出

納閉鎖日までとなりますので、出納閉鎖日現在高が令和５年度末の現在高となりま

す。 

 一般会計分の増減については、決算の概要で説明いたしましたので省略させてい

ただきます。 

 続きまして、主要施策の成果と課題の説明をさせていただきます。 

 決算審査特別委員会資料の１７ページをお願いいたします。 

 主なものを説明させていただきます。 

 まず、財政係の主な業務につきましては、予算の編成、執行に関すること、地方

債に関すること、地方交付税に関すること、財政計画に関すること等でございます。 

 表の一段目、地方債管理事務につきましては、新規町債の発行額を当該年度元金

償還額の９割以下に抑え、公債費を抑制することで、起債残高及び実質公債比率の

縮減を図っているところでございます。年度末起債残高は１１４億４,７７０万８,

０００円と確実に縮減しております。令和５年度の実質公債比率は昨年同様の１０.

７％となったところでございます。 

 １８ページをお願いいたします。 

 上から２段目、財政健全化算定事務につきましては、健全化判断比率におきまし

て、将来負担比率はマイナス６.５％改善し３１.１％となりました。今後も計画的

な借入れ等により、町債残高を減少させる取り組みが必要でございます。 

 下から２段目、基金管理事務につきましては、令和５年度末残高が４９億５,２８

６万円となり、前年度比０.２％の減です。財政計画に基づいた積み立てや取り崩し、

運用により適切な基金の活用を継続してまいります。 

 次に、管財係ですが、管財係は本庁舎・コスモスプラザの維持管理、入札契約業

務が主な業務であります。下から１段目、本庁舎・コスモスプラザの維持管理業務

におきましては、施設の老朽化により修繕が増加傾向にございます。常駐の施設管

理員による点検及び簡易修繕により経費削減を図っているところです。限られた予

算の範囲内で緊急性の高いものから計画的な維持管理に努めていく必要がございま

す。 

 １９ページをお願いいたします。 

 上から２段目、マイクロバス運行委託業務につきましては、町行政の事務事業の

ための利用や公共的活動を行う各種団体の支援を目的に、運行業務を民間事業者に

委託しているものです。新型コロナ前程度に回復傾向にあり、また、一定のニーズ

がある事業であるため、今後も安全に運行事業を継続する必要がございます。 

 ２０ページをお願いします。 

 上から３段目、ブロードバンド設備保守管理事業で、夜須地区において光インタ

ーネットを民設民営にて行っていくことから、本施設については令和６年度末に民

間事業者へ譲渡し、今後は、設備譲渡に支障がないよう手続きを進めていく必要が

ございます。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 最後の段の自治体ＤＸ推進事務では、令和５年度は県内の他市町村に先駆けてガ

バメントクラウドの利用を開始しております。今後は自治体が足並みをそろえて取

り組む必要があることから、県内の協議会や専門家などの指導、助言を仰ぎながら
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対応してまいります。また、筑前町ＤＸ推進計画に基づき、住民サービスの向上や

業務の効率につながるよう取り組みを進めてまいります。 

 以上で財政課の説明を終わります。 

 よろしくお願いします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で財政課を終わります。 

 委 員 長  税務課の説明を求めます。 

 税務課長 

 税務課長  税務課の令和５年度決算書及び主要施策の成果と課題について報告いたします。 

よろしくお願いいたします。 

 決算書の９４ページをお開きください。 

 主なものや新規について説明させていただきます。 

 ２款２項１目税務総務費です。支出済総額８,７５９万円余は、前年度より６１６

万９,０００円余の増です。主な支出内容については、職員の人件費等の義務的経費、

地方税共同機構負担金、町税の税額更正等により発生した過誤納金の還付金です。

１３節使用料及び賃借料は、４月に公用車１台を廃車し、新規に公用車をリースし

ております。１８節負担金補助及び交付金、９６ページのほうになりますが、研修

費負担金３万７,４００円は、職員の２日間の研修費になります。２２節償還金利子

及び割引料は、主に法人町民税の予定申告納付に伴う還付金です。 

 ２款２項２目賦課徴収費です。支出済総額４,６４８万円余は、前年度より６９万

４,０００円余の減です。主な支出内容については、会計年度任用職員の報酬、納付

書等の印刷製本費、納税通知書等を送付するための通信運搬費、確定申告時期など

の人材派遣委託料、固定資産税の評価替えに伴う作業業務の委託料等です。１１節

役務費、複写機搬出入手数料７万９,２００円は、確定申告会場に複写機を２台、２

階以上に搬出入したものです。１２節委託料、標準宅地鑑定・路線価更新業務委託

料１,０７９万１,０００円は、評価替えの３年サイクルの事業であり、昨年度は路

線価価格の算定を行っております。固定資産税評価替対応業務委託料１８１万５,０

００円は、土地の評価額一括計算と家屋の変動率設定及び原価処理業務になります。

航空写真撮影・写真地図作成業務委託料５３７万９,０００円余は、航空写真を撮影

し、写真地図を作成しております。写真地図データファイルのシステム検証及び調

整業務委託料４２万９,０００円は、写真地図を本町の地図システムに設定・検証及

び調整を行う業務です。課税システム改修業務委託料２０３万５,０００円は、特別

徴収の電子化、帳票の変更、たばこ税等の電子申告分になります。 

 ２款２項３目納税推進費です。支出済総額８５２万５,０００円余は、前年度より

４２万６,０００円余の減です。主な支出内容は、会計年度任用職員３人分の報酬、

督促状等の発送費用です。１２節委託料公売用鑑定費ですが、前年度は該当がなく

使用しておりません。 

 決算書の９４ページにお戻りください。 

 柳委員から事前提出がありました、２款２項の徴収費不用額の６４２万９,０００

円余の理由につきましては、予算の積み上げとなるものですが、主な要因として、

１目税務総務費２２節償還金利子及び割引料の過誤納金還付金、これは主に法人税

の予定納税に伴う還付金で、ほかにも課税更正による還付金の見込みがあります。 
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 また、２目賦課徴収費１２節委託料では、確定申告時期に伴い人材派遣委託料を

計上しておりますが、時給契約であり、人員や時給計算が確定できなかったもので

す。 

 そのほか、３目納税推進費では、会計年度任用職員を雇えなかった月があり、１

２節委託料の公売用鑑定費は令和５年度は使用していないものなどがあります。 

 次に、決算書１６ページをご覧ください。 

 一般会計歳入歳出決算事項別明細書をお開きください。 

 柳委員より質問がありました、固定資産税収入未済額、昨年度の８,６００万円余

から５年度は９,０００万円余の増となっているが、このまま増額し続けるのかの質

問です。 

 固定資産税調定額については、昨年度と比べると７,０００万円余の増となってお

ります。これにつきましては、土地のミニ開発によるものや新築家屋の増によるも

の、企業の大規模な設備投資による償却資産税の増によるもので、今後も課税は微

増と予測されます。ただし、固定資産税の徴収率は９４.６２％で、前年比０.０６％

増であることから、収入未済額が増えないように今後も徴収事務を強化していきた

いと考えております。 

 同じく柳委員より質問がありました、１款１項１目２節の町民税繰越分ですが、

滞納繰越分の１,２００万円余の推計については、滞納繰越分の調定額７,７６１万

９,０００円余に対して前年度までの収納率を参考に予算現額を計上しております。

５年度の収入済額が見込額近くまで収納しておりますが、滞納繰越額を増やさない

ように、今後も滞納処分や納税推進を強化していきたいと考えております。 

 以上で決算書の説明を終わります。 

 次に、令和５年度決算に係る主要施策の成果及び将来の課題について説明いたし

ます。 

 決算審査特別委員会資料の２２ページをお開きください。 

 資料順に係ごとの主なものを説明していきます。 

 固定資産税係です。 

 評価替作業業務委託事務は、３年ごとのサイクルで実施している評価替えに伴う

継続事業です。令和３年度に状況類似地区の見直し、令和４年度に標準宅地鑑定評

価を行い、令和５年度は路線価の見直しを行っております。また、地図情報システ

ム異動更新業務は、航空写真撮影を行い電子データの異動更新や保守委託を行うと

ともに、評価、現況調査業務で平面図等の更新を行っております。 

 ２３ページ、町民税係をお願いします。 

 町民税賦課事務については、国税連携による申告データの受け取りや住民税課税

支援システムの精度が上がっていることにより、賦課業務の効率化が図られており

ます。一方では、毎年地方税法等の改正等が行われており、制度も年々複雑化して

おります。今後もｅＬＴＡＸによる電子申告や、課税支援システム等を用いて地方

税の申告や申請などの手続きを行うことで、紙媒体の打ち出しを軽減するなどの改

善を行っていきます。また、制度の理解を深めることが必要であり、研修等に参加

するなどの個々のレベルアップを図っていきます。 

 ２４ページをお願いいたします。収納管理係です。 

 町税収納業務につきましては、早期納付を促すために督促状、催告書の発送を行

い、納税相談、分割納付の誓約のほか、財産調査、滞納処分等を実施しております。

これからも住民への納税意識向上及び収納率の向上を図っていきます。また、令和

５年度からデジタル化による調査が可能となったために、滞納者の生活状況や財産

情報を的確に把握し、早期の滞納処分を行っていきます。 
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 ２５ページをお願いいたします。 

 町税の収納状況の一覧表を示しております。 

 一般会計における町税の収納率につきましては、現年度分の３税合計で９８.９

１％、前年度比０.２８％増です。滞納繰越分につきましても、３税合計で１５.３

９％と、前年比０.３１％増となります。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 滞納処分と不納欠損の一覧表を示しております。 

 不納欠損につきましては４８１万７,０００円余を欠損処理しており、前年度比８

万８,０００円余の増となります。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 国民健康保険税の収納状況の一覧を示しております。 

 収納率につきましては９５.８３％、前年度比０.３１％減です。滞納繰越分につ

きましては１３.９１％、前年度比０.７３％減となっております。不納欠損につき

ましては８８０万１,０００円余の前年度比９９万円余の増となっております。 

 ３１ページをご覧ください。 

 不納欠損の事由別明細の一覧表です。 

 不納欠損につきましては、①の執行停止後３年を経過したものは、３税と国保税

を合わせて４５７件、③の執行停止期間中に消滅時効を迎えたものは３６件、④の

時効完成が３４６件となっております。不納欠損につきましては、極力時効にかか

らないように滞納者の財産調査や生活状況などの情報収集に努め、適切に対応して

いきたいと考えております。 

 以上で税務課の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で税務課を終わります。 

 委 員 長  住民課の説明を求めます。 

 住民課長 

 住民課長  住民課です。よろしくお願いします。 

 それでは、まず初めに、決算について説明をいたします。 

 決算書の７４ページをご覧ください。ページの一番下になります。 

 ２款１項１８目総合支所総務費です。支出済額１,６６０万２,０００円余で、総

合支所の庁舎運営管理の経費として、修繕料や光熱水費、保守委託料等の経常的な

経費が主な支出内容です。１０節需用費３９５万９,０００円余の主な支出は、決算

書の次のページ、７６ページをお願いします。ページの一番上です。修繕料として、

総合支所屋上に設置しているキュービクル等の塗装、非常用発電機のバッテリー取

り替え、庁舎空調機の修理など計６件の修繕を実施しております。また、光熱水費

は、総合支所全体及び別館の電気料及び上水道使用料等での支出となります。続い

て１２節委託料１,１１９万１,０００円余は、清掃関連、警備関連、設備保守点検

等の施設維持管理のための費用を支出しております。なお、夜間や休日、祝日等に

総合支所の警備を行う常駐警備委託料につきましては、人件費単価の高騰等により

令和４年度と比べ１４５万２,０００円の支出増となっております。そのほか、電話

料、下水道使用料及び定時放送機の借り上げなどの支出をしております。 
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 続きまして、少し飛びまして、決算書９８ページをお願いします。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費です。支出済額８,８０４万４,０００円余で、

住民課窓口業務にかかる経費を支出しております。人件費のほか、各種システムの

改修等委託料、会計年度任用職員の育休等代替としての人材派遣委託料、各種機器

の借上料及び使用料等が主な支出内容です。 

 決算書の次のページ、１００ページをお願いします。 

 １２節委託料６３６万４,０００円余の主な支出内容は、戸籍システム保守、これ

には令和５年度から始まった戸籍の広域交付に係るシステムの運用サポートが含ま

れています。住民基本台帳システム及び戸籍システムの改修は、法改正等に対応す

るためのものです。個人番号カード交付予約管理システムの導入につきましては、

マイナンバーカードの発行枚数急増に伴い、適切な管理を効率的に行うために導入

をしたものです。１３節使用料及び賃借料６７万２,０００円余は、戸籍関連書籍の

ＡＩ検索システムの使用料、マイナンバーカードに住所変更等の印刷をする機器の

借上料、マイナンバーカードの交付予約・管理システムの使用料等が支出内容とな

ります。 

 以上で住民課の決算説明を終わります。 

 続きまして、主要施策の成果及び将来の課題について説明をいたします。 

 資料の３２ページをお願いします。 

 まず、１番目、住民基本台帳業務です。転入や転出、戸籍の届け出などによる住

民基本台帳の整備に関する業務です。令和５年度の異動の受付処理件数は合計で３,

５５９件でした。令和５年度末の人口及び世帯数は、人口が３万４９２人、世帯数

が１万２,４１７世帯となっており、増加の傾向が続いております。なお、住民基本

台帳に基づく毎月の人口、世帯数につきましては、町の広報紙及びホームページ等

で公表をしております。住民基本台帳事務では、引き続き住民情報の正確な把握と

適正な管理に努めるとともに、マイナンバー制度を活用した住民課関連の行政手続

きの拡充に関する情報を常に収集し、適切かつ迅速に対応をしていきたいと考えて

います。 

 次に、戸籍届に関する業務ですが、申し訳ありません、この項目の成果の欄に一

部修正がございます。すいません、成果の欄の２段落目、また、令和５年３月から

と記載をしておりますが、正しくは令和６年３月からの誤りです。 

お詫びして訂正をいたします。申し訳ありませんでした。 

 説明を続けます。 

 戸籍届に関する業務では、町に届け出されたものや本町に本籍がある人などにつ

いて受付、審査、入力、法務局への報告等の事務を行いました。また、令和６年３月

から戸籍の広域交付が始まり、本町でも対応をしております。戸籍届出件数の内訳

につきましては資料に記載のとおりです。令和５年度は合計１,５７７件の届け出に

ついて事務処理を行っております。戸籍事務は、法令、通達、判例等に精通した高

度な知識が求められ、知識の習得には多くの経験、時間を要することから、将来を

見越した人事配置の要望を行うとともに、研修等を通して各職員のスキルアップに

努めていきます。 

 資料の３３ページをお願いします。 

 戸籍謄本及び住民票の写し、並びに各種証明書等の交付業務です。本庁、支所合

わせて合計３万８,３６４件の交付、１,３３２万７,０００円の手数料徴収を行って

おります。また、コンビニ交付導入に関する検討、決定を行い、導入に向けた準備

作業を実施しております。コンビニ交付に関しては令和６年５月より運用を開始し

ており、今後も引き続き住民に広く周知し、積極的に利用拡大を図っていきます。 
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 続いて、外国人住民の在留関連業務です。在留外国人の居住の届け出等に関する

法定受託事務となります。令和５年度末で住民登録が４１４人、外国人のみの世帯

が３６５世帯となっており、増加傾向です。主には技能実習生等の増加となってい

ます。 

 資料３４ページをお願いします。 

 マイナンバーに関する業務です。個人番号カードの申請サポート、個人番号カー

ドの保管、受取通知の送付、カードの交付、変更、更新等を行っております。個人番

号カードの交付状況ですが、令和５年度末までの累計で申請件数が２万５,９３２

件、交付枚数が２万２,９９５件で、交付率は７６.１％となっており、令和４年度

末より１０.７ポイントの増となっております。マイナンバーカードにつきましては

発行枚数が年度により大きく増減しているため、更新時期にも大きなばらつきが出

ます。令和７年度には更新対象者が増加することが想定されるため、滞りなく業務

が遂行できるよう体制確保に努めます。 

 最後に、支所庁舎の施設維持管理業務です。 

 総合支所庁舎を安全快適に利用できるよう、庁舎本館及び別館の清掃や警備、施

設の保守点検業務等の委託を行いました。また、老朽化に伴う庁舎設備の修繕等も

行っております。 

 施設の修繕につきましては、資料に記載のとおり合計６件の修繕を行っておりま

す。総合支所庁舎や設備の老朽化に伴い必要な修繕等が増えてきています。今後は、

総合支所の活用方針が決定されましたら必要な対応を行うとともに、見回り点検等

を随時実施して施設の維持管理に努めたいと思っております。 

 以上で住民課の説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  成果と課題の３２ページ、住民基本台帳業務の①の異動受付処理件数の表なんで

すけれども、一番下のその他１７件には、どういったものが含まれるんでしょうか。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長 

 

 

 お答えします。 

 その他には、職権消除の分と転出の取り消し等が含まれております。 

 以上です。 

 委 員 長  ほかに質疑ございますか。 

 柳委員 

 柳 委 員 

 

 成果と課題のところでお尋ねいたします。 

 ３３ページ、コンビニ交付の関係ですけれども、６年度の５月から運用開始され

たということですけれども、その数がどれくらいなのか。それからコンビニの数で

すね、それからコンビニで手数料をお支払いになるだろうと思うんですけれども、

その手数料とその費用対効果はどんなふうなことになっていくのかなというふうに

お尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長 

 

 

 お答えします。 

 まず、コンビニでの交付件数ですが、５月が住民票と印鑑証明書合わせて１７０

通、６月が合わせて１９５通、７月が２４７通、８月が１６９通、合計７８１通、月

平均１９５通の発行をしております。 

 費用対効果につきましては、まず、手数料を考えますとコンビニ交付、非常に高

い手数料を払っておりますので、そこの部分だけを考えると費用対効果というとこ
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ろで見ると低いかと思いますけれども、全く職員の手がかかっていないというとこ

ろを併せて考えると、町に入ってくる手数料が低いとしても費用対効果が発揮され

ているものと考えます。 

 以上です。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で住民課を終わります。 

 委 員 長  人権・同和対策室の説明を求めます。 

 人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 人権同和対策室の決算について説明をさせていただきます。 

 タブレット、決算書フォルダーにある令和５年度筑前町歳入歳出決算書の１０６

ページをお開きください。 

 ３款１項２目人権対策費、予算現額１,３７３万３,０００円、支出済額１,３４６

万６,０００円余です。 

 人権対策費は主に人権・同和対策及び啓発に関するもの、人権施策の実施計画に

関するもの、地区集会所の管理などで、事務事業推進に係る経費や人権・同和対策

関連の各種負担金、補助金の支出をしています。 

 主な支出といたしましては、同和問題啓発強調月間や人権週間の講演会講師謝金、

集会場の修繕料、啓発活動に要する物品等の購入や消耗品費、講演会のポスター、

チラシや人権啓発冊子カレンダー「ひらけ未来に」の印刷費等になります。 

 １０節需用費の修繕料につきましては、森原集会所の台所天井張替工事、それか

ら一木集会所の火災警報器の取り替えを行っています。印刷製本費につきましては、

同和問題強調啓発月間や人権週間の講演会のポスター及びチラシ、「ひらけ未来に」

の印刷代で１５５万９,０００円余を支出しております。 

 次に、タブレットの１０８ページをお開きください。 

 １８節負担金補助及び交付金につきましては、諸団体に対する補助や朝倉地区同

推協の負担金などで９９２万５,０００円余を支出しています。 

 次に、同じページですけども、３款１項３目隣保館運営費です。予算現額１,４５

５万５,０００円、支出済額１,３３５万８,０００円余です。主に隣保館に必要な費

用として、人件費や施設の維持管理費、講座の運営経費等の経常的なものになりま

す。 

 主な支出につきましては、会計年度任用職員の人件費、各講座の講師謝金、事務

用消耗品の購入、隣保館施設の修繕、施設設備の保守委託料、事務用機器の借上料

などになります。１０節需用費の修繕につきましては、ビデオカメラ、避難誘導灯、

非常放送バッテリー、大広間やエアコン、トイレなどの修繕について支出をしてい

ます。 

 次に、１１０ページをお願いいたします。 

 ２２節償還金利子及び割引料につきましては、過年度隣保館等の補助金の返還金

になります。令和４年度に交付されていた隣保館運営費補助金の県への返還金にな

ります。コロナの影響などにより実施ができなかった講座などの講師謝金分の補助

金返還が主なものとなります。 

 ちょっと飛びまして、次に、タブレット２０６ページをお開きください。 

 ９款８項７目人権・同和教育推進費です。予算現額は１,５５０万２,０００円、

支出済額１,４３０万９,０００円余です。事業内容としましては、町の人権・同和

教育推進協議会の運営や解放子ども会の開催などになります。 
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 主な支出につきましては、解放子ども会事業経費として、活動に従事していただ

いた先生への謝金が２３２万５,０００円、子ども会活動に寄与する経費としまし

て、消耗品費や保険料、施設使用料など１０万２,０００円余となっております。各

負担金につきましては記載のとおりです。 

 朝倉地区人権・同和教育推進協議会負担金につきましては４１６万５,０００円余

を支出しています。事業完了後に決算残額を市町村に返還されますので、その分が

１８節負担金補助及び交付金の不用額となっております。 

 以上で決算書のほうの説明を終わります。 

 次に、令和５年度決算に係る主要施策の成果及び将来の課題の３５ページをお開

きください。 

 人権・同和対策室の主な事業としましては、人権・同和問題の啓発、解放子ども

会の運営、地区集会所の管理、住宅新築資金等貸付事業、隣保館運営事業になりま

す。住宅新築資金貸付事業につきましては特別会計で事務を行っていますので、後

日、改めて説明をさせていただきます。 

 人権・同和問題啓発事業につきましては、人権・同和教育や啓発等、町の取り組

みの基本となる筑前町人権教育・啓発基本指針に基づき人権施策実施計画を策定し、

庁内連携や町人権・同和教育推進協議会と協力し、具体的な施策を行いました。 

 また、令和４年に改定した基本指針に基づき、各課事務事業における実績評価と

令和６年度に向け、庁内担当者内で各課事務事業における課題を整理し、見直しを

行っています。人権施策推進審議会で意見を求めた後、本部会議で決定をし、計画

に従い、各課で事業推進を行っています。具体的には、町人権・同和教育推進協議

会と協力して、７月の福岡県同和問題啓発強調月間と１２月の人権週間に合わせて

の講演会や街頭啓発の実施、映画上映会を実施しました。また、年間を通して啓発

看板や懸垂幕の設置、人権パネル展の開催、毎月の広報紙への掲載や町ホームペー

ジにおける啓発、人権啓発デザイン画の募集などの各種事業を行いました。 

 朝倉地区人権・同和教育推進協議会、また、朝倉地区人権・同和対策推進協議会

は、朝倉市、東峰村、筑前町で連携をして取り組んでいます。具体的には、啓発カレ

ンダー「ひらけ未来に」の作成及び全世帯への配布、朝倉地区人権・同和教育研究

会、ヒューマンライツシアターや人権パネル展の実施、行政職員研修への支援、専

門部会による調査研究などになります。 

 次に、解放子ども会の運営です。小中学生を対象にして、年間を通じて学習や自

主活動、キャンプや解放文化祭の取り組みなどを行っております。解放子ども会に

つきましては、キャンプ予定地の豪雨災害による中止などありましたが、大体体験

活動や解放学習、補充学習、社会科見学や進路選択のための中３生強化学習を実施

しています。 

 地区集会所につきましては、先ほど決算書で説明をしました修繕など、必要な維

持管理を行っています。 

 タブレット３６ページをお開きください。 

 隣保館の事業です。相談事業や各種講座の実施、解放文化祭の事務局、施設の維

持管理を行っています。相談事業につきましては、生活相談を主に家庭内相談、住

宅相談、就職相談、環境衛生相談、医療相談など、延べ２２９人の相談があってい

ます。今後も相談事業に携わる職員の資質の維持向上に努め、相談事業の周知促進

を継続し、相談支援体制の維持向上及び庁内関係部署、関係機関との連携を図って

まいります。 

 また、近年では相談内容が複雑化、多岐にわたるために高度な内容にもできるだ

け対応すべく、研修に積極的に参加してまいります。また、コロナ禍を機に高齢者
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のコミュニティが休止となり、家からなかなか出てこないという状況もありますの

で、隣保館として地域巡回や広域巡回、高齢者訪問を行いながら見守りを続けます。 

 隣保館事業では、隣保館及び各集会所などで各種教養講座や就労支援の講座を行

っています。令和５年度の実績は、徐々に講座を再開することができ、記載のとお

りとなっています。しかし、まだ開催できてない講座もありますので、講師や受講

生と協議を行っていきます。 

 解放文化祭につきましては、コロナ禍を経て久しぶりに１１月１１日、１２日の

２日間の飲食バザーを含む通常開催となりまして４２７人が参加をしました。隣保

館の利用者としては延べ７,１８５人の利用となっており、コロナ禍以前１万２,０

００人にはまだ戻り切れていない状況でありまして、相談事業や講座などの魅力ア

ップに努め、誰もが来やすい、行きたくなるような隣保館となるように、周知等を

幅広く行っていきます。 

 以上で人権・同和対策室の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  決算書の３款１項２目人権対策費の中の１８節負担金補助及び交付金ですが、上

から２番目が同和事業促進費補助金というのが、解放同盟に対する補助金だろうと

は思うのですが、削減の協議はされたのか、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 部落解放同盟に対する助成金につきましては、平成１４年から１８年までの５年

間５％ずつ削減を行ってきた経緯がございます。２７年、２８年度にも削減をいた

しております。その時点で、それで最後というふうなことでございましたけども、

申し入れを行いまして、解放同盟地協といたしましては、交渉のテーブルには着き

ますというふうな返事を今、いただいているところでございます。 

 以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員 

 

 成果と課題です。 

 ３５ページ、一番下なんですけれども、住宅新築資金等貸付償還・回収事務。未

償還件数が年度末で５０件ということですが、金額はどれくらい残っているんでし

ょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 すいません、はっきりした数字がありませんので、特別会計のご説明のときにし

っかり説明をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

 委 員 長  ほかに質疑ございますか。 

 柳委員 

 柳 委 員 

 

 成果と課題で３６ページなんですけれども、一番上の段、生活相談です。２２９

人というのは大変たくさんの方が相談されているんで、相談受ける方も大変だろう

と思うんですけれども、実質的にどのような相談が多かったのか。もし、その中か

らでも成果が上がったのかなというふうに思っていますが、そこら辺の数字が分か

ったらお教えください。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 

 中身につきましてですけども、生活相談を主にいたしまして、先ほどもちょっと

ご説明いたしましたけど、家庭内の相談、それから住宅相談、就職相談、環境衛生

に関わる相談、あとは医療相談などがありました。具体的にどこまで解決したかと

いうのはちょっと十分に把握しておりませんけども、そういうふうな相談があって
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おります。 

 以上です。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で人権・同和対策室を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩いたします。 

１４時２５分から再開をします。 

（１４：１４） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（１４：２５） 

 委 員 長  環境防災課の説明を求めます。 

 環境防災課長 

環境防災課長  環境防災課です。よろしくお願いいたします。 

 環境防災課の令和５年度決算及び主要施策の成果と課題について説明をさせてい

ただきます。 

 最初に、決算についてご説明いたします。 

 歳入歳出決算書の８６ページをお開きください。 

 ２款１項２５目防犯対策費、支出済額１,３３３万１,０００円余です。１０節需

用費６２９万１,０００円余のうち光熱水費６１０万５,０００円余は、防犯灯の電

気料となっております。１２節委託料３１４万７,０００円余は、職員の産休育休代

替による人材派遣委託料でございます。１４節工事請負費１６８万６,０００円余

は、防犯灯の新設及び交換工事費となっております。 

 ８８ページをお開きください。 

 １８節負担金補助及び交付金２０４万３,０００円余は、朝倉防犯協会負担金か

ら、地域防犯活動助成金までの合計額となっております。 

 ２款１項２６目交通安全対策費、支出済額２,８４３万円余です。まず、７節報償

費１４５万円は、交通指導員６１名分の街路指導活動等に対する謝金となっており

ます。１４節工事請負費は、建設課所管分となっております。１８節負担金補助及

び交付金１５７万５,０００円余は、朝倉地区交通安全協会負担金と高齢者運転免許

自主返納支援事業補助金８８万５,０００円余となっており、９４名の方が利用され

ております。内訳は、タクシー券５４名、ＩＣカード３７名、甘木鉄道回数券３名

となっております。 

 すいません、飛びますけれども、１３４ページをお開きいただきたいと思います。 

 ４款１項５目環境衛生費、支出済額１億３,０７８万２,０００円余です。この支

出済額には１８節の負担金補助及び交付金において、上下水道課所管の負担金等が

含まれておりますので、当課分といたしましては２,４０４万１,０００円余となっ

ております。１２節委託料１４０万２,０００円のうち１３６万４,０００円は、環

境基本計画に基づき毎年実施しています河川や地下水の水質検査委託料として支出

を行っております。１８節負担金補助及び交付金１億２,８８５万６,０００円余の

うち、当課分は住宅用再生エネルギー促進助成金９３６万９,０００円、筑慈苑施設

組合負担金１,３０３万５,０００円余となっております。環境基本計画において取

り組んでいます脱炭素に向け、太陽光発電５３件、蓄電池４４件分を助成をしてお

ります。 
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 １３６ページをお開きください。 

 ４款２項１目清掃総務費、支出済額１,６０９万６,０００円余です。支出の主な

ものは人件費となっております。１８節負担金補助及び交付金では、福岡県地区衛

生連合会負担金といたしまして３３万６,０００円余を支出しております。 

 ４款２項２目塵芥し尿処理費、支出済額７億３,８４４万５,０００円余です。１

節報酬３１８万円は、環境美化推進員５３名分の報酬となっております。 

 １３８ページをお開きください。 

 ７節報償費１７７万４,０００円余は、し尿中継所管理人の報償費でございます。

１０節需用費８９６万４,０００円余のうち、印刷製本費７３２万４,０００円余は、

ごみ袋製作に支出したものとなっております。１２節委託料２億８,０１８万１,０

００円余のうち主な支出は、ごみ収集処理委託料として２億５,８７５万８,０００

円余、し尿処理委託料１,５１９万２,０００円余となっております。１８節負担金

補助及び交付金４億４,２８８万円余のうち、主な支出は甘木・朝倉・三井環境施設

組合負担金として４億１,８０１万２,０００円。両筑衛生施設組合運営負担金とし

て１,８８６万７,０００円となっております。 

 すいません、飛びますけれども、１６２ページをお開きください。 

 ８款１項２目非常備消防費、支出済額４,１９２万円余です。内訳につきましては、

消防団活動に伴う運営費用となっております。１節報酬から８節旅費に関しまして

は、消防団員に関する団員報酬、出動報酬、退団報償金等となっております。 

 １６４ページをお開きください。 

 １０節需用費３７１万９,０００円余は、消耗品費として１０５万２,０００円余、

修繕費として１２５万９,０００円余、光熱水費１１１万９,０００円余となってお

り、訓練服や団服等の被服代、小型ポンプ車両の車検整備料、分団詰所等の電気料

や水道料に対して支出を行っております。１８節負担金補助及び交付金１,８５６万

５,０００円余は、団運営交付金として１,１３４万円のほかに消防団員の公務災害

共済や福祉共済、災害補償負担金として支出を行っております。 

 ８款１項３目消防施設費、支出済額１,２０３万２,０００円余です。１４節工事

請負費４７７万４,０００円は、山隈区の防火水槽撤去工事、それと依井区防火水槽

修繕工事費として支出を行っております。１７節備品購入費６０７万９,０００円余

は、合併前から使用しておりました消防指令車の入れ替えとして新たに指令車を購

入したものとなっております。 

 ８款１項４目防災費、支出済額１,６２８万２,０００円余です。１６６ページも

併せてご覧いただきたいと思います。１節報酬２３６万円余から８節旅費までは、

危機管理体制充実に向け、防災専門官雇用に対する報酬等となっております。１０

節需用費２６５万６,０００円余のうち、修繕費１１０万４,０００円余、消耗品費

１１０万６,０００円余につきましては、防災行政無線の修繕費や食糧、飲料水等の

備蓄品を購入しております。１１節役務費３２７万４,０００円余のうち、戸別受信

機取付撤去手数料２１９万４,０００円余は、委託業者に対し新規加入による住宅へ

の設置、電波調整費等として支出をしております。１２節委託料５６６万２,０００

円余のうち防災行政無線保守点検委託料５５０万円は、委託業者に対しＪアラート

調整を含む年間の保守点検料として支出を行っております。 

 以上で決算の説明を終わります。 

 続きまして、主要施策の成果及び将来の課題について説明をいたします。 

 令和５年度決算に係る主要施策の成果及び将来の課題、こちら資料の３７ページ

をお開きください。 

 まず、環境係に関する項目から説明をいたします。 
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 項目の１番目、不法投棄防止事業です。環境美化推進員による月２回程度の地元

美化活動や看板設置の協力をお願いしております。大きな事案はございませんけれ

ども、投棄事案は発生しておりますので、職員による月２回の巡回や朝倉市郡の協

議会と連携し、広域合同パトロール等を行っております。今後におきましても、継

続した啓発や取り組みが必要と考えております。 

 ここで、寺原委員よりご質問のありました福祉収集の具体的な取り組みについて、

回答をしたいと思います。 

 項目の２番目、ごみ収集運搬処理委託業務の将来の課題に記載しております、年

齢や身体的理由により拠点までの持ち出し等に関する事案を福祉収集と考えており

ます。現状では戸別収集で対応できておりますけれども、今後、様々なパターンな

どが出てくると思われますので、他市町村の状況を参考に、関係する福祉課等との

協議や検討を重ねていきたいというふうに考えております。 

 次に、一番下項目５番目のごみ収集施設設置等補助事業でございます。ごみの減

量化や収集の効率化の一環といたしまして、関係施設の整備等に対して補助をして

おります。飛散防止や分別収集の効率化の一助につながっており、継続する必要が

あると考えております。 

 ３８ページをお開きください。 

 項目の３番目、ごみ減量・リサイクル推進事業です。家庭から排出される可燃ご

み等の廃棄物の抑制、再利用に向け、これまでに行った生ごみ減量モニター事業や

アンケートを参考に、減量化に向け、生ごみ処理機購入補助の交付を行っておりま

す。以前と比較しますと、件数、交付額とも大幅な伸びを示しており、継続した周

知並びに推進が必要と考えております。 

 項目５番目のクリーン運動関連業務です。一斉清掃日を設け、住民参加による地

域清掃を行うことで環境美化や環境保全の意識を高めるため、年に２回程度実施を

しております。これまで継続してきた運動であり、毎年の行事として定着しており

ますので、今後においても同様に進めたいというふうに考えております。 

 ３９ページをお開きください。 

 項目の２番目の河川等水質検査事業です。町では、環境基本計画を基に毎年定期

的な水質管理のため、令和５年度は地下水５か所、河川１２か所を検査しておりま

す。今後も水質保全確認のため、継続する必要があると考えます。 

 ここで、柳委員から質問がありました地域から水質調査の依頼があれば実施する

用意があるのか、また、成分項目の指定ができるのかについて回答をいたします。 

 この水質検査は環境基本計画を基とし、場所も同一地点で観察を行っております。

ご質問は、町の計画調査外となりますので、地域依頼があったとしても対応は難し

いというふうに考えております。成分調査項目についても同様でございますけれど

も、相談や協議は対応させていただきたいというふうに考えております。 

 次に、項目の４番目、環境保全対策業務です。いわゆる、苦情相談の対応となっ

ております。この件数は年々増加傾向であり、令和５年度は６００件を超えており

ます。相談者に対して直接話すなど対応しておりますけれども、民事不介入事案等

が多々あり、対応に大変苦慮していますが、環境事務所や警察等の関連機関と連携

し、早期対応に努めてまいりたいというふうに考えております。 

 ４０ページをお開きください。 

 次に、消防安全係に関する項目です。 

 最初に項目の２番目、消防団運営業務です。火災活動と併せて近年多発し激甚化

する大雨等の災害時において活動する消防団は、地域防災の要として欠くことので

きない大きな存在となっております。ですが、全国の傾向と同様に本町でも団員が
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減少しており、令和６年度３月末で定数２９０人に対しまして２１９名、充足率７

５.５％と団員確保が難しい状況でございます。 

 一般質問の回答と重複しますけれども、団員が減少している中、ここ数年のコロ

ナ感染症の関係で勧誘自体厳しい状況でした。ですが、昨年においてはコロナ感染

症の５類移行後の勧誘により、中途ではございますけれども１０名入団されており

ます。いろんな媒体での広報活動による周知も必要でございますけれども、やはり

知人、友人等に対して対面での勧誘が大きいというふうに考えております。早急な

改善は難しいと思いますけれども、継続した取り組みとして努めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 次に、項目の４番目、交通安全推進対策業務です。毎月、交通指導員による交差

点街路活動において、小中学生への交通指導や事故防止、啓発を行うことと併せて、

四半期ごとに朝倉署や関係機関団体との連携の下、交通安全県民運動を実施しなが

ら町民、ドライバー等に対し交通安全の意識高揚を図っております。また、本町に

おいても高齢者が関連する事故、こちらのほうも増加しており、高齢者事故防止対

策とした自主返納支援事業も継続してまいりたいと考えております。 

 次に、項目５番目の防犯灯整備管理事業です。夜間の歩行者等の安全確保や犯罪

防止のために防犯灯を設置しておりますけれども、各区からの要望等により継続し

て事業を進めておるところです。維持管理においても維持管理業者との連絡を密に

し、速やかに対応しているところでございます。 

 ４１ページをお開きください。 

 項目の２番目、防災備蓄品管理業務です。備蓄品の管理につきましては、食糧及

び備品に対し期限を把握、管理し、計画的に入れ替えを行っております。令和５年

度は避難者用、職員用の食料、飲料水と合わせて簡易トイレも購入備蓄しておりま

す。今後においても備蓄品の把握、管理を徹底し、計画的な備蓄を図っていきたい

というふうに考えております。 

 次に、項目３番目の防災対策業務です。福岡県内において、毎年、消防本部管轄

ごとに行われる福岡県総合防災訓練が朝倉地域において２１年ぶりに開催されまし

た。あまぎ水の文化村をメイン会場に、ほか４会場にて平成２９年九州北部豪雨や

地震を想定し、本町からも消防団や防災士、社協等、参加したほか、消防、警察、自

衛隊、また、住民も参加した総合訓練でございました。筑前会場では消防団のみな

らず、町内におられる防災士と併せて住民参加型であったため、住民にとってはさ

らなる防災意識や知識の向上につながったと考えられます。 

 次に、項目４番目の自主防災組織推進対策事業です。町では、自主防災組織の設

立や活動促進に向け補助金交付による活動支援を行い、地域防災力の強化を目指し

ております。令和５年度において、自主防災組織の設立はできず４４組織のままと

なっておりますけれども、令和６年度におきましては、前向きな話をいただいてお

りますので、ぜひ設立につなげたいというふうに考えております。 

 木村委員の質問でありました地域自主防災士の人数についてでございます。 

 令和６年３月末時点において、６８名の方が資格を取得されております。多い区

でいきますと、１０名以上の区がございます。ほとんどの区につきましては、１名

から３名となっております。今後も継続して組織の設立や防災士取得の呼びかけ、

防災組織リーダーや防災士研修など、組織の活性化に向け進めたいと考えておりま

す。 

 以上で環境防災課からの説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 
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  河内委員 

 河内委員 

 

 成果と課題の４０ページです。 

 一番上の防災行政無線維持管理運営業務で戸別受信機の管理、点検とかはしない

んですか。もし、受信がしにくい場合はどのような手続きをして環境防災課に言っ

たらいいんでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 戸別受信機につきましては、町のほうからの点検等は行っておりません。で、い

わゆる聞こえなくなった、聞こえにくくなった、そういった事案につきまして住民

の方から連絡をほぼ毎日と言っていいほど受けております。電話をいただいたご家

庭につきましては、いわゆる受信機を扱われたかどうかを確認後、扱われてないと

いうことであれば職員のほうが出向いて電波調整等々を行っております。それでも

どうしても駄目だということであれば、業者のほうに行っていただく、または、機

械の入れ替えというふうな対応を取らさせていただいております。 

 以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  そのときの費用負担はどうなるんでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 個人さんからの費用負担は求めておりません。業者につきましては年間の委託契

約等々を結んでおりますので、そちらのほうで対応を行っておるような状況です。

ただ、一部かかるような場合もございます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  いいでしょうか。 

 原田宏委員 

原田宏委員 

 

 ちょっと教えていただきたいんですけど、主要施策の３９ページ。２行目ですか

ね、河川水質検査という部分がございますですね。１２か所、ここ、今、先ほどのご

答弁だったら同じ場所でずっとやられていると。じゃあすいません、１２か所の場

所を教えてもらえますか。 

 それと、途中で例えば河川がそういう状況にあった場合と、住んでいる地域から

ですね、それでも変更はできないということですか。調査はできないと。先ほどの

ご答弁だったら、調査はできないと言われたんですけども。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えをいたします。 

 ちょっと詳細の資料までは持ってきておりませんけれども、河川につきましては

町内に流れております県営河川、それと普通河川、そういったところを水質検査を

しております。毎年同じ場所ということで、同じ箇所で点検をしておりますので、

当然、何かいわゆる水質検査を行いまして何かあれば、そういったことで今度はそ

の上流を調べるとか、そういったことになってこようかというふうには考えており

ますけれども、基本的には同じ場所で行うということでございます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  原田宏委員 

原田宏委員 

 

 ４０ページの、運転免許証を自主返納される方が９４名というふうに書かれてて、

これは別に問題はありませんが、新しい制度としてチョイソコちくちゃんの無料が

入っていますよね。その対象者はいらっしゃいますか。今まで甘木鉄道であるとか。 

 委 員 長  環境防災課長 
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環境防災課長  お答えいたします。 

 今年の７月からオンデマンドバス、こちらのほうも自主返納事業のほうに追加を

させていただきました。今、オンデマンドバスで手を挙げられてある方が２名ほど

おられるような状況でございます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員 

 

 先ほど原田宏委員のほうから質問がありましたので、それに継続して質問したい

と思います。 

 水質の問題ですよね。筑前町上水は当然あるんですけれども、やはり井戸水の使

用率が大多数だろうと思うんですよね。それで、異常があると先ほど言われました

けれども、どういう状況、どういう水質が異常があるのか、また、どういう水質検

査をやっているのか、水質の内容を分かりましたらお教え願いたいんですけれど。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 河川につきましては、３１項目を検査しております。地下水におきましては、１

７項目を検査しておる状況でございます。 

 異常に関しましては、それぞれ水質基準がありますので、水質基準、こちらを超

えたものに関しましては程度にもよるかというふうには思いますけれども、基準オ

ーバーということで、今までは基準を超えたことというのはほぼなかったかという

ふうに思いますけれども、出た場合につきましては再度調査をするとか、それ以前

の上流側を検査するとか、そういったようなことになるかというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員 

 

 異常が出た場合ですよね。出た場合の対策ですよね。どうされるんですか。なか

なか難しいと思うし、ＰＦＡＳも近頃よく言われてますし、子どもたちが利用した

とかっていうふうな話、河川の水をですね、河川で泳いでいて。やはり異常が出た

場合はどうするか、例えば井戸水、河川の水を使わないでください、物を洗わない

でくださいとか、井戸水が出た場合は飲まないでくださいと、そこまで言えるのか

どうかちょっと分かりませんけれども、どうされるんでしょうか、対策。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 水質検査を行った中で異常と、いわゆる異常におきましても、いろんな程度があ

るかというふうに思います。やはり私どもで知識が不足する点、そういったところ

もあるかと思いますので、県の環境事務所、そういった関連機関と協議をさせてい

ただきながら対処するということになってこようかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 池松委員 

 池松委員 

 

 成果と課題の４１ページの防災備蓄品の入れ替えについてなんですが、入れ替え

の方法と、ただ処分をしているのかというところと、もし何か食料品であるのでア

フタースクールの子どもたちへの有効活用みたいなような、何かその方法とかも取

れるのかなというところ、聞きたいんですが。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 ただいまありました備蓄品の入れ替え、いわゆる前の分の対処方法ということで、
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アフタースクール等で配布できないかと、そういったご質問だったかと思いますけ

れども、今現状、環境防災課で行っておりますのが出前講座、各区、あと老人クラ

ブとかですね、あと、子ども会等で出前講座をやっております。それと防災訓練、

こういったときに備蓄品の配布を行っております。アフタースクール等での配布は

できないかということでございましたけれども、数もちょっと限りがありますので、

今後、検討をさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

以上で環境防災課を終わります。 

 委 員 長  健康課の説明を求めます。 

 健康課長 

 健康課長  健康課です。よろしくお願いいたします。 

 令和５年度決算及び主要施策の成果と課題について報告いたします。 

 まず、決算書１１０ページをお願いします。 

 ３款１項４目国民年金費です。支出総額２３２万２,０００円余で、主に会計年度

任用職員１名分の報酬をはじめ、全て国民年金事務にかかる費用で、４年度より５

万４,０００円余の増額となっています。 

 次に、１１２ページです。 

 ３款１項５目老人福祉費です。健康課分は７節の出前講座の高齢者健康相談の看

護師への謝金１万８,０００円と、１２節委託料のフレイル予防出前講座委託料３７

万４,０００円で、主に健康運動指導士による出前講座の委託料です。 

 次に、１１４ページをお願いします。 

 １８節負担金補助及び交付金のうち後期高齢者医療療養給付費負担金４億３,９

３６万８,０００円は、４年度より１,６７４万１,０００円の増額となっています。

この負担金は、療養給付費の１２分の１を町が定率負担するものです。次の、はり・

きゅう・マッサージ施術費補助金は２２万円を支出しております。２７節繰出金は、

財政課の所管となりますが、後期高齢者医療特別会計への繰出金であり、後期高齢

者医療特別会計決算の繰入金でご説明したいと思いますので、省略させていただき

ます。 

 次に、１１６ページです。 

 ３款１項７目重度障害者医療対策費です。重度障害者医療費支給に係る費用で、

４年度から５２２万８,０００円余の減額の支出総額７,６０８万円余となり、主な

支出は１９節扶助費の医療費支出で、４年度から６９９万９,０００円余減額の７,

３４８万１,０００円余となっています。 

 次に、３款１項８目ひとり親家庭等医療対策費です。ひとり親家庭等の医療費支

給に係る費用で、４年度から１０２万７,０００円余の減額の支出総額１,８７７万

８,０００円余となり、主な支出は１９節扶助費の医療費支出で、４年度から７８万

９,０００円余の減額の１,８２７万５,０００円余となっています。また、件数増加

による予算不足により、１１節の審査支払手数料１万９,０００円及び１９節の医療

費へ７万８,０００円予備費充用を行っております。 

 ページが飛びまして、１２２ページをお願いします。 

 ３款２項２目児童措置費です。この目はこども課所管分が含まれており、健康課

分は児童手当支給に関わるもので、１節報酬、１０節需用費、１１節役務費、１９

節扶助費から支出しており、主な支出として、１９節扶助費の児童手当費５億３,４
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１０万５,０００円、延べ４万７,１０３人に支給しています。 

 次に、１２６ページをお願いします。 

 ３款２項４目子ども医療対策費です。子ども医療費支給に係る費用で、４年度か

ら２,３２１万６,０００円余の増額の支出総額１億３,９９１万６,０００円余とな

り、主な支出は１９節扶助費で、受診件数が増加したこともあり、４年度から２,３

７５万７,０００円余の増額の子ども医療費１億３,５７８万２,０００円余となり

ました。また、件数増加による予算不足により、１１節の審査支払手数料９万６,０

００円を予備費充用を行っております。 

 次に、同じページの３款２項７目子育て世帯生活支援特別給付金です。新型コロ

ナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費の物価高騰等に直面する低所

得の子育て世帯への生活支援をするため、児童手当受給世帯及び非課税相当世帯等

に対し臨時特例の給付金が支給されたもので、支出総額２,５３７万７,０００円余

のうち、主な支出として、１９節扶助費２,２２５万円で４４５人に支給しており、

全額、国庫補助対象となっております。 

 次に、４款１項１目保健衛生総務費の支出総額１億７,１７２万４,０００円余で

す。 

 １２８ページをお願いします。 

 ２節から４節までは職員給与関係ですので省略させていただき、この人件費分を

除くと、４年度から４５４万８,０００円余を増額の支出総額５,５１３万５,０００

円余となっています。主な増額要因は、１８節負担金補助及び交付金の４,６９６万

９,０００円余は、前年度から６９５万８,０００円余の増額となっており、主な要

因は、令和４年度は休日夜間急患センター運営に対する県助成金があったため、負

担金が減額となっていましたが、令和５年度は県の補助金がなかったため増額とな

っております。 

 次に、４款１項２目母子衛生費です。母子衛生費については、母子保健業務の所

管替えにより、こども課からの説明が主になりますが、一部、原健康課で所管して

います。 

 １３０ページをお願いします。 

 １１節役務費の審査支払手数料７５６円と１９節扶助費は未熟児養育医療給付費

で２０７万１,０００円余となっています。４年度と比較し６０万５,０００円余の

減となっています。件数は、４年度から７件増の１５件となっているところです。 

 次に、４款１項３目予防費です。支出総額２億１４６万２,０００円余で、前年度

から１億４,３５３万８,０００円余の減となっています。 

 この主な減額要因は、１３２ページをお願いします。１２節委託料、令和４年度

と比較し、人材派遣委託料の１,０８８万３,０００円余の減及びコロナワクチン接

種委託料の１億７５０万７,０００円余の減等によるものです。新型コロナワクチン

接種に対する費用は、国への返還金分を除くと合計で８,１０４万円余の支出となっ

ています。 

 次に、同じページ４款１項４目健康推進費、４年度から７２万３,０００余の増額

の支出総額３,４６２万８,０００円余で、主な支出は、１３４ページをお願いしま

す。１３４ページのがん検診をはじめとした委託料２,８１８万９,０００円余で、

がん検診の受診者数減に伴い、４年度から３３万７,０００円余の減額となっていま

す。 

 次に、１３６ページをお願いします。 

 ４款１項６目そったく基金事業費です。支出総額７７万１,０００円余で、平成２

７年度から取り組んでいますラジオ体操、ウォーキング事業に要した費用を支出し
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ており、全額そったく基金からの充当となっています。 

 以上で決算書の説明を終わります。 

 次に、決算審査特別委員会資料のほうで説明をいたします。 

 令和５年度決算に係る主要施策の成果及び将来の課題について、こちら項目が多

いですので、主なことについて説明いたします。 

 ４２ページをお願いします。資料の順に係ごと、ご説明いたします。 

 まず、国保医療係からです。 

 重度障害者医療費支給事業、ひとり親家庭等医療費支給事業、次のページの子ど

も医療費支給事業、未熟児養育医療給付に係る内容は記載のとおりで、決算内容も

先ほど説明しましたとおりであります。これら三つの公費医療と医療給付につきま

しては、継続して制度内容の周知啓発、手続きの改善に努めていきます。 

 ４４ページからは、年金・児童手当係です。 

 児童手当から次のページの国民年金まで、今後もそれぞれの支給事業等に不利益

等ならないよう、継続して広報紙や町ホームページなど活用し、制度内容を周知啓

発に努めていきます。また、家庭状況の複雑化による問い合せ、窓口相談など、増

加傾向であることから、関係部署、関係機関との連携や職員の知識習得・向上を引

き続き図っていきます。また、子育て世帯生活支援特別給付金は、物価高騰に直面

し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯への支援を行う給付金事業であり、決算

の中でご説明したとおりなので省略させていただきます。 

 次に、健康推進係です。４６ページをお願いします。 

 初めは成人定期予防接種事業です。予防接種法に基づき実施しているもので、今

後とも継続した予防接種の接種勧奨に努めていきます。 

 同じページの国の風しん追加的対策事業は、延長により令和６年度も引き続き事

業を継続しておりますが、抗体検査が６９人、このうち抗体が不十分とされ予防接

種を受けた人が２４人となっています。引き続き制度の周知に努めます。 

 次に、そったく基金事業では、ラジオ体操・ウォーキング事業の普及促進を行い

ました。成果については記載のとおりです。これからも継続して、健康づくり事業

の一環として取り組みを進めていきます。 

 次は救急医療事業についてです。４７ページをお願いします。 

 休日夜間急患センター事業については、本町の利用者は前年度から２１８人増加

の２,０１５人、その中で診療科別では内科が多く、利用者数の４４.１％の８８９

人は内科の利用となっております。 

 続いて、がん検診事業です。４８ページをお願いします。 

 この事業は、国保特定健診と同時に実施しており、がん検診２９回、女性がん検

診２０回を実施し、無料クーポン対象者への受診勧奨を行うなど受診率向上を図り

ましたが、前年度並みの受診率となりました。６年度も新規受診者の増加につなが

る普及啓発活動の見直しなどを行い、継続して受診率向上対策を図り、がんを早期

に発見し、早期受診することで死亡率の低下や医療費の抑制を図っていきたいと思

います。 

 次は４９ページです。健康増進事業です。 

 健康教育では、４年度に引き続き生活習慣病の重症化予防を目的とした慢性腎臓

病予防講演会をはじめ、各地区のシニアクラブ等からの要請により健康講座を行い

ました。 

 次に、５０ページです。 

 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業です。 

 福岡県後期高齢者医療広域連合からの委託に基づき、高齢者の健康づくり、介護
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予防を包括的に実施し、高齢者の自立した生活や健康寿命の延伸を図りつつ、医療

費等の抑制を目指した事業を展開しています。健診結果、医療のレセプト情報、介

護認定情報の３分野の情報を分析し、町に合った事業の企画実施を行っています。

各地区の通いの場に出向き、フレイル予防の講話や運動の実施、糖尿性腎症重症化

予防や健康状態不明者への個別支援を行いました。今後も医療費、介護給付費の抑

制に向けて、生活習慣病やフレイル状況の早期発見、早期介入に努めてまいります。 

 次に、後期高齢者健診事業です。 

 後期高齢者健診は、保険者である福岡県後期高齢者医療広域連合が医療機関へ委

託し実施していますが、令和３年度より町の集団健診でも健診を行うことで、受診

率の向上を図ったものです。受診者数は１５５人増の８００人で、受診率は４年度

から２.３％増の１６.１％でした。今後とも国保の特定健診とともに実施し、受診

率の向上を図り、健康不明者の減少に努めてまいります。 

 次に、５１ページをお願いします。 

 ここで、柳委員より事前質問のあった自殺者数の数値目標が年間４人とはおかし

いのでは。本来ならば０人が望ましいし、不適切な表現と考えるが、との質問につ

いてご説明いたします。 

 委員おっしゃられるとおり、自殺者が起こらないように事前の対策を行うことは

言うまでもありません。今回記載している数値目標については、令和元年度に策定

した筑前町自殺対策計画における令和５年度までの５年間の数値目標であり、この

数値目標の設定においては、国の自殺総合対策大綱において、自殺死亡率を３０％

以上減少させると示してありました。この国の大綱を考慮し、本町の計画において

も平成２５年から平成２９年の平均値であった自殺者数６人の３０％の４人以下と

いうところを当面の５年間の目標として設定させていただいたものです。 

 説明が不十分で申し訳ありませんでしたが、ご理解のほどをお願いしたいと思っ

ております。 

 また、令和元年度に策定の筑前町自殺対策計画の第２期計画を令和５年度に策定

しました。庁舎外のネットワーク会議にて今後とも計画の進行管理と評価を行い、

心の相談等の事業を実施しながら関係機関との連携のもと、全町的な推進を図って

いきます。 

 次は５２ページをお願いします。特定健康診査等事業です。 

 受診率は暫定値ではありますが、４年度から０.８％増の４０.５％となっており

ます。しかしながら、５年度確定値発表はまだ先ですので、４年度確定で見ますと

本町は３９.７％の受診率に対し、県平均３４.４％を上回っている状況ですが、ま

ずは過去最高値であった平成３０年度の４２.６％に回復できるよう、継続して取り

組みを実施していきたいと思います。 

 また、次のページ、５３ページをお願いします。 

 特定保健指導終了率については、動機づけ支援６８.４％、積極的支援５１.３％

となっています。これは、指導が中断をしないよう対象者に合わせ、面談を時間外、

土日対応含め、きめ細かなじっくり時間をかけた指導を行い、保健師、管理栄養士

のスタッフが根気よく努めることにより指導が向上しております。この特定健診結

果データから引き続き糖尿病など改善可能な段階から発見し、発症予防を図るため

必要な方を選定し、医療機関で特定健診２次検査を受診していただき、保健指導も

行いました。併せて、レセプト情報を活用して医療機関と連携を図りながら継続的

な個別保健指導を行い、生活習慣病の重症化予防の取り組みを行っており、資料の

５４ページをお願いします。健康運動指導士による血糖値改善教室をはじめとした

運動教室も毎年見直しを行いながら、生活習慣病対策の取り組みも行いました。 
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 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の取り組みと併せ、今後も住民の

健康維持・増進に向けて、保健指導をはじめ重症化予防、健康づくりに継続した取

り組みを進めていきます。 

 最後に新型コロナワクチン接種事業です。５年度におきましても、町内医療機関

にご協力をいただきながら個別接種の実施、それから集団接種の実施を行いました。

通算での実績としては、記載のとおりの接種率となっております。令和６年度以降

の新型コロナワクチン接種については、６５歳以上を対象とした定期接種となって

おります。１０月以降に個別接種が可能となるよう、今、準備を進めているところ

でございます。 

 以上で健康課の説明を終わらせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑はないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で健康課を終わります。 

 委 員 長  こども課の説明を求めます。 

 こども課長 

こども課長  こども課です。よろしくお願いいたします。 

 では、筑前町歳入歳出決算書及び決算審査特別委員会資料についてご説明させて

いただきます。 

 内容については、主なもののみ説明させていただきます。 

 決算書、８８ページから９１ページになります。 

 ２款１項２７目こども未来センター費です。 

 こども未来センター全体の運営に係る経費と子どもの権利啓発に係る経費が主な

ものです。４年度より２１万８,０００円余増の支出総額１,０７０万５,０００円余

で、主な増額要因は、会計年度任用職員の報酬増によるものであり、おおむね例年

どおりの支出内容となっております。そのうち、８８ページ、１８節負担金補助及

び交付金は、各学校が実施するいのちの授業に関し、講師を招聘するための経費に

対し補助金を交付しております。令和５年度は５校分交付を行っております。 

 次に、９２ページから９５ページになります。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費です。このうち、こども課所管の

ものは９５ページ、１８節負担金補助及び交付金、保育所等物価高騰対策支援金で、

コロナ禍における原油価格・物価高騰により負担が生じている町内の未就学児利用

施設１５か所に対し、利用児童数に応じ助成金７２５万円を交付しています。全額

国負担の事業となります。 

 次に、１１８ページから１２３ページになります。 

 ３款２項１目児童福祉総務費です。子育てセンター２か所の施設管理事業費及び

学童保育施設の管理運営費並びに児童福祉係内庶務に関する経費ですが、一部教育

課所管のこども未来館の施設管理費が含まれています。４年度より８,００９万２,

０００円余増の、支出総額２億７万８,０００円余で、主な増額要因は、１２節委託

料の学童保育所運営委託料及び１４節工事請負費となり、１２０ページ、１２節委

託料は４年度と比較し２,２４３万８,０００円余増額となっており、主な要因は、

学童保育所運営委託料、東小田小学童保育所増築工事設計監理委託料と、令和６年

度見直し時期となる子ども・子育て支援事業計画策定委託料です。 
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 学童保育所については、利用児童数増加によりそれぞれ第２学童、第３学童を設

置していることや、三並小学校に新たな学童を新設したことなどにより大幅な増と

なっております。１４節工事請負費は、東小田小学童保育所増築工事に伴うもので、

これにより基準の面積換算では定員４０人増での受け入れが可能となっておりま

す。また、１７節備品購入費では、主に増築した東小田小学童保育所で使用する机

などの備品を購入しております。１８節負担金補助及び交付金は、令和５年度より

実施開始となった広域利用の病児・病後児保育過年度負担金となります。 

 次に、１２２ページから３款２項２目児童措置費です。 

 こども課所管の分は８億５,０７１万４,０００円余の支出で、４年度より１億１,

６８１万円余の増となっており、主な要因は１２節委託料の保育所等運営委託料で

す。１２節委託料の保育所等運営委託料は、認可保育所と筑前町の幼児が通う町外

の保育所、認定こども園と新制度幼稚園などに対しての運営委託料となっており、

保育単価と入所児童数の増加により１億１,００１万７,０００円余の増額となって

おります。１８節負担金補助及び交付金です。４年度より３５２万４,０００円余増

額となっており、主に障がい児保育や延長保育を実施している保育園に対し、補助

金を交付する特別保育事業等補助金と、保育士確保方策としての保育補助者雇上強

化事業補助金や物価高騰による保護者負担軽減のため、国の施策により給食費の補

助として、私立の認可保育園に補助金を支出しております。 

 次に、３款２項３目美和みどり保育所です。町立保育所の運営に関する経費が主

なものになります。４年度より５４１万１,０００円余の減額の支出総額１億７,１

５０万６,０００円余となっております。主な減額要因は、職員に係る２節給与及び

３節給与手当等の減となっております。１７節備品については、園児用ロッカー８

台と散歩用押し車３台を購入しております。 

 次に、１２８ページから１３１ページの４款１項２目母子衛生費で、一部健康課

所管分が含まれており、母子保健係分は４年度から８９７万４,０００円余の増額の

支出総額７,３６４万７,０００円余となっています。この母子衛生費は、妊婦健診

や乳幼児健診、育児不安や虐待予防に寄与することを目的とした妊娠出産子育て相

談センターなどの母子保健事業に対する費用を主に支出しており、主な増額要因と

しましては１２８ページ、１節会計年度任用職員報酬で、母子保健係事務１名を令

和４年度は１目保健衛生総務費より支出していたものを組み替えたもので２２０万

４,０００円余と、１３０ページ、１２節委託料の妊婦健康診査委託料１０７万２,

０００円余及び１８節負担金及び交付金の出産・子育て応援ギフト４８０万円の支

出があげられます。 

 次に、４款１項３目予防費です。このうち、母子保健係分は支出総額７,４２１万

９,０００円余で、４年度から２４７万４,０００円余の減となっております。主な

減額要因は、１３２ページ、１８節負担金補助及び交付金の若年インフルエンザ予

防接種助成金です。 

 以上で決算書の説明を終わります。 

 次に、決算審査特別委員会資料で説明を行わせていただきます。 

 令和５年度決算に係る主要施策の成果及び将来の課題について、説明いたします。 

 それでは、５５ページをお願いいたします。 

 資料の順に係ごとに一部割愛してご説明いたします。 

 まずはこども未来センターです。 

 子どもの権利擁護についてです。子どもの権利救済委員会は、要保護児童の案件

などを主に学識経験者や弁護士から意見をいただき、困難なケースについて児童へ

の対応や関わり方などを協議いただき、助言をいただいております。また、啓発活
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動として出前講座の実施や子どものつどいでパネル展示、リーフレットの配布など

を行っております。しかし、児童生徒のアンケートの結果から、子どもの権利条例

の認知度が下がってきておりますので、子どもへの周知方法について、今後、内容

を検討したいと考えております。 

 次に、総合的な相談機能についてです。関係機関を通じての相談件数の増加とと

もに内容もより複雑化してきている傾向にあります。より一層、関係機関との連携

強化を図ってまいります。 

 次に、５６ページの児童虐待防止、要保護児童対策です。関係機関担当者などを

対象に、公認心理師を講師に招き、研修会を開催いたしました。今後もセンターと

関係機関の職員のスキル向上を目指し、研修会を計画していきます。また、要保護

児童に関する関係機関の連携のため、今後も情報を共有し、早期発見や適正な対応

に努めてまいります。 

 続いて、児童福祉係、５７ページからになります。 

 地域子育て支援拠点事業は、子育て支援センターを公民館主幹支館とこども未来

館に設置し、子育ての相談情報提供や子育てイベントの開催、関係機関との情報共

有を行っております。今後も身近な相談場所として子育て世帯の支援を引き続き行

ってまいります。 

 次に、病後児保育事業についてです。病後の体力回復期に保育などが困難な場合、

児童を一時的にお預かりし、保護者の負担を減らすことを目的としております。現

在、福岡県では近隣市町村での連携を推進しており、筑前町でも福岡地域と久留米

地域との協定を締結し、病後児保育施設の近隣施設を案内させていただいていると

ころです。令和５年度より県の事業で利用者負担が無償化されたこともあり、利用

者が増加しております。 

 次に、赤ちゃんの駅事業です。町内の公共施設や民間施設に子育て中の家庭が外

出できる環境づくりをお願いし、授乳やおむつ替えのスペース、お湯の提供などの

いずれかをご協力いただいております。 

 ここで、柳委員より事前質問いただきましたみなみの里道の駅に設置している赤

ちゃんの駅の夜間使用についての見解についてお答えいたします。 

 赤ちゃんの駅の設置基準としては、授乳場所の提供、おむつ交換場所の提供、ミ

ルクを調乳する際のお湯の提供のいずれかを満たすことが要綱で定められておりま

す。みなみの里の駅の道の駅に設置されている赤ちゃんの駅は、この三つの全ての

要件が９時から１７時は利用可能となっておりますが、この時間以外は多目的トイ

レ利用によるおむつ交換での場所の提供のみに限られている状況です。赤ちゃんの

駅の授乳室においては、室内をカーテンで仕切って使用する構造となっており、こ

れによりプライバシーの配慮ができる反面、死角が発生する状況となります。駅の

建設時に子ども連れの多くは日中の利用が多いことや、防犯の観点から、赤ちゃん

の駅は管理人が常駐する時間帯のみ利用可能とし、それ以外は、多目的トイレに設

置しているおむつ交換台を利用していただくこととなったと聞いております。 

 子育て家庭の利便性の向上も必要ではありますが、防犯も重視しなければなりま

せん。赤ちゃんの駅設置要件の一つでもあるおむつ交換の場の提供は、２４時間利

用可能ですので、町としては今後も現状維持でまいる所存です。 

 次に、５８ページ、ファミリー・サポート・センターです。地域において子育ての

援助を行うもので、支援側の説明会や講習会を行い、援助されている方の依頼に応

じてサービスを提供しております。援助会員の確保が課題であるため、周知や手法

について内容を検討してまいります。 

 次に、「ことばの教室」です。言葉の遅れ、または発達等が気になる就学前児童に
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対し、言語聴覚士が発音や言葉、コミュニケーションについての指導、助言、相談

を行っています。年々、相談希望件数が増加しており、本年度予算を増額いただき

回数を増やし、より多くの方の相談を対応できるよう一層充実を図っているところ

です。 

 次に、放課後児童健全育成事業です。 

 ここで恐れ入りますが、資料の修正をお願いいたします。成果の欄中、上から５

行目、入所児童数内訳の年計延べ３,００４人となっておりますが、３,３１１人、

３,３１１人へ修正をお願いいたします。令和４年度の数値のままとなっておりまし

た。訂正し、おわび申し上げます。 

 では、説明に戻ります。 

 放課後健全育成事業は、就労等により昼間家庭に保護者がいない小学生に対し、

適切な遊びや生活の場を与え、子どもの健全育成を図っています。令和５年度は東

小田小第２学童保育所の増設を行いました。年々入所申請数が増加傾向にあります

ので、計画的に環境整備に努めてまいります。 

 次に、５９ページ、保育所入所に関する業務についてです。町内外の保育所に通

う園児について、入退所手続きや交付金などの給付について、各園と連絡調整など

を行っております。本町は年々入所希望児童が増加傾向にあるため、小規模事業所

や認可保育所を新設してきましたが、今後も将来を見据えて対策を検討することが

必要です。また、保育士確保が必要なことから、町内保育園と共同での就職説明会

の実施や就職支援の助成金制度など、あらゆる支援策を研究、検討してまいります。 

 ６０ページ、保育料徴収事務についてです。令和５年度現年分の徴収率９９.６％、

過年度分が３０.５５％でした。滞納者については督促や催促を行い、相談がない場

合は滞納処分等を行っております。 

 次に、６１ページからは母子保健係です。 

 妊婦健康診査事業は、妊婦一般健康診査補助金を１４回分交付し、１人あたり平

均受診回数１２回の延べ２,７８０人の受診者数となっております。検査項目などは

県医師会と協議しながら県下統一内容で実施しており、福岡、佐賀、大分の３県と

は委託契約していますので、それ以外の地域で受診されたときは、本町での妊婦健

康診査実施及び助成要綱に基づき、２０人の方に合計５３万１,０００円余の償還払

いをしております。 

 パパママ教室は、安心安全な出産のための保健指導や沐浴などの実施体験、チー

ム育児をテーマにした外部講師による講話を行いました。パパママの２人一緒に参

加しやすいよう、引き続き日曜開催やオンライン開催を行い、参加人数は延べ６６

人となりました。 

 次に、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行う子育て世代包括支援セン

ター事業で、妊婦訪問をはじめ妊産婦、乳幼児等の状況を継続的、包括的に把握し、

訪問や育児相談などを通じ、個別にきめ細かな保健指導と特定妊婦の早期発見、虐

待の早期発見予防に努めています。 

 次に、産後ケア事業です。出産後の身体的な回復、心理的な安定を促進し、健や

かな育児支援を実施しています。令和５年度は訪問型を開始するとともに国補助を

活用し、利用者負担軽減を実施しました。毎年、利用対象者が異なるため、利用ニ

ーズもその年で変わる傾向があるという印象です。 

 次に、６２ページ、乳児全戸訪問事業は、乳幼児の健全育成の環境を図るため、

生後２か月以内での全戸訪問を心がけておりますが、里帰り出産などで訪問ができ

ない子育て家庭は電話により状況確認を行うなど、未把握者はいない状況です。子

育て家庭の支援は、この赤ちゃん訪問から始まることが多いため、子どもの成長発
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達、母親の心身の状況、養育環境の把握を行い、産後鬱傾向や育児不安などの要フ

ォロー者への早期発見、早期にそれぞれに適した助言、指導を行うことで乳幼児の

健全育成環境の確保を図っており、今後も継続的に行ってまいります。 

 次に、乳幼児健診事業につきましては、発達上の問題の早期発見と保護者の育児

不安解消のための助言、指導などを行い、無受診者についても電話や訪問で状況を

把握し、乳幼児の健やかな成長を支援してまいります。 

 ６３ページ、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的事業につきま

しては、妊娠届け出時、妊娠８か月時、出産後にそれぞれアンケートや面談を実施

し、必要な支援につなげるとともに、５万円の応援給付金の支給を行う経済的な支

援も行っております。また、子育て支援アプリを導入し、子育て情報のプッシュ配

信による子育て情報の発信や育児相談や教室の予約もアプリにより行うことで、２

４時間いつでも都合がよいときに必要な支援の予約ができるよう、利便性の向上を

図っております。 

 次は６４ページ、定期予防接種事業です。本事業は予防接種法に基づき実施して

いるもので、２００人減の延べ６,６８２人の接種実績となっております。 

 ここで、寺原委員より事前質問いただきました子宮頸がんワクチンの積極的勧奨

の再開について、国はどのように説明しているのかについてお答えいたします。 

 子宮頸がんワクチンについては、専門家の会議において継続的に議論され、令和

３年１１月１２日に開催された会議において、安全性について特段の懸念が認めら

れないことを確認し、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが

認められ、引き続きワクチンの安全性の評価の実施、接種後に生じた症状の診療に

係る協力医療機関の診療実態の継続的な把握や体制の強化、県や地域の医療機関な

どの連携強化を行い、地域の支援体制の充実及びワクチンについての情報提供の充

実などの施策を講じた上で、積極的な勧奨を差し控える状態を終了させることが妥

当であると判断されたことに伴い、同年１１月２６日に差し控えの状態を終了し、

基本的に令和４年４月から個別の勧奨を行うことを自治体へ通知しました。町とし

ても本通知に基づき、接種者やその保護者が自らの意思で接種の有無を判断できる

よう、個別接種の勧奨と情報提供を実施しているところです。 

 子宮頸がんワクチンに限らず、ワクチン接種に関しては、有効性と副反応のリス

クの双方を考慮した上で判断をしていただくことになりますので、今後とも予防接

種の情報提供に努めてまいります。 

 ６５ページからは、美和みどり保育所です。 

 保育所の日常保育円滑化業務についてです。保育理念及び運営方針に基づき、児

童の保育を実施しております。コロナウイルス感染症をはじめ様々な感染症対策と

して、快適な園生活が行えるよう、職員がアルコール消毒作業や飛沫防止対策など

を行ったところです。年齢や発達に合った保育目標を立て、日常の対話や健康状態

などを確認しており、保育士のスキルアップのため保育所内のフォロー体制強化に

も取り組んでおります。 

 次に、一時預かりです。延べ利用者数６５人となっております。今後もニーズに

応えるため、保育士の確保に努めてまいります。 

 ６６ページ、障がい児保育です。発達障害をテーマに園内研修を実施し、職員の

理解促進を図るとともに保護者や専門機関と連携して発達状況を確認した上で、よ

り一層の注意を払うほか、日頃からの関わり方などが必要なため、コミュニケーシ

ョンに心がけるよう努力しております。 

 次に、地域子育て支援です。園庭や支援室の開放などにより、子育て相談や情報

提供などを行っておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら昨年１
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０月より再開し、延べ５６人の利用がございました。今後も保育所の専門的機能を

生かし、子育て世帯への支援に取り組んでまいります。 

 最後に、給食調理業務です。伝統食や行事食を提供することで食事の大切さや食

育の推進を行っております。今後も引き続き、安心安全な給食の提供に努めてまい

ります。 

 以上でこども課の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 石橋委員 

 石橋委員 

 

 主要施策の成果及び将来の課題の５８ページの下の段の放課後児童健全育成事業

の学童保育に関してです。町は社会福祉協議会と民間のテノ・コーポレーションに

運営を委託してありますけれども、民間が入ることによって、今の段階で効果につ

いてお尋ねをいたします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 子どもが放課後や学童休業時に安心して過ごすための保育としては、社協と民間

事業者との大きな違いはないと感じます。あえて違いや効果として上げるのであれ

ば、現在委託している民間事業者は学童保育事業だけではなく、認可保育所運営や

放課後の遊びの広場づくりを他自治体で受託しているため、様々な保育や遊びのノ

ウハウを持っており、それを提供できる点ではないかと考えます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  石橋委員 

 石橋委員 

 

 こちらには令和７年度にこの契約が終了するということですけれども、このとき

に社会福祉協議会さん、テノ・コーポレーションさん、また、ほかに民間の方がい

らっしゃったら、またそこでいろいろ検討をされるということなんでしょうか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  委員がおっしゃるとおり、その段階でまた新たに検討させていただきたいと思っ

ております。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員 

 

 お尋ねします。 

５６ページの要保護児童の関係なんですけれども、令和５年度要保護児童台帳登

録者数というのは児相の関係の登録なのか、それとも地域協議会の人数なのか、も

しくは、さらに地域協議会はどこが関与しているのか教えてください。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 要保護児童の人数につきましては、法に基づいた分の児童の登録になりますので、

児相と連携させていただいた分の児童という形になります。それ以外に見守りやま

だ支援が継続の必要があるという形の児童につきましては、要支援という形で見守

りを継続させていただいております。要保護の地域協議会につきましては、関係機

関、こども未来課で主管課をしておりますけれども、小中学校ですとか警察、人権

擁護委員会、法務局、児童相談所、医療機関など様々な連携機関の方に参加してい

ただいております。 

 以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員 

 

 美和みどり保育所についてお尋ねをします。 

 老朽化しているのは給食設備だけじゃなくて、本体そのものも大分老朽化してい
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ると思うんですけれども、今後の建て替え計画とかあったら教えてください。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 まだ具体的にいつというような建て替えの計画はございませんけれども、町長を

はじめ、建て替えが必要であるということは認識されてあると思いますし、公共施

設の耐震の分の計画がございますので、そちらについてもそちらの計画に基づいて

建て替えが必要であるというようなところは示されておりますので、そういった計

画も参考に、今後検討させていただくようになっております。 

 以上でございます。 

 委 員 長  奥村委員 

 奥村委員  今の関連でございますけども、美和みどり保育所の一番下の安心安全な食材の確

保とありますけども、最後のところで設備が老朽化しているために入れ替えが必要

であると。何を入れ替えるんですか。 

 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 令和５年度については、回転釜のほうの入れ替えが必要だということで入れ替え

をさせていただいております。あとは設備、それぞれ点検させていただきながら、

必要に応じて入れ替えをさせていただく所存です。 

 

 委 員 長  奥村委員 

 奥村委員 

 

 それじゃあ、回転釜とか入れ替えしたところで、安全面、ＨＡＣＣＰに基づいて、

やっぱり設備の改善が必要じゃないかと思うんですけども、その点をどのように考

えでありますでしょうか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 法や規則等で定められた基準に達するようなところ、基準を遵守できるよう、そ

の辺については点検をさせていただいて、もし改修が必要であれば、そういったと

ころも検討させていただきます。 

 以上です。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で、こども課を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩いたします。 

 １６時１０分から再開します。 

（１６：００） 

 再  開  

 委 員 長 

 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１６：１０） 

 委 員 長  福祉課の説明を求めます。 

 福祉課長 

 福祉課長 

 

 それでは、福祉課の説明をさせていただきます。 

 まず、決算書９２ページをお願いします。 
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 ２款１項３８目総務管理費、新型コロナウイルス地方創生費です。１８節負担金

補助及び交付金は、福祉施設等支援金１７８万円は物価高騰対策として町内の福祉

法人等の障がい者や高齢者への支援継続のため、支援金を交付したものです。 

 続きまして、１０４ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目社会福祉総務費です。社会福祉総務費のうち福祉課所管の予算現額

は４,８８９万１,０００円、支出済額は４,６０５万５,０００円余となっておりま

す。主な支出は、社会福祉委員であります民生委員の年間報酬、健康福祉館の管理

に要する各種委託費、社会福祉協議会、保護司会、遺族会など１７団体、法人等へ

の補助金負担金で、内訳は１０７ページの備考欄のとおりとなっております。 

 次に、１１０ページの３款１項５目老人福祉費です。 

 老人福祉費のうち福祉課所管の予算現額は４億７,８２９万円、支出済額は４億

５,９７２万４,０００円余となっております。主な支出は、１節報酬、ケアマネジ

ャー、保健師、社会福祉士等、会計年度任用職員の報酬、または、老人保護措置に係

る入所判定委員及び地域ケア会議委員、医師、理学療法士等の報酬です。 

 １１２ページをお願いします。 

 ７節報償費は、長寿慶祝事業及び訪問サービス、認知症教室、介護予防教室の講

師謝金等です。１２節委託料は、１１３ページの備考欄の内訳のとおりです。入館

料無料に伴う対応スタッフ減により、敬老館運営委託費及び民間委託と対象者減に

よる配食サービス委託料において減額決算となっております。 

 次に、１１４ページをお願いします。 

 １８節負担金補助及び交付金は、介護保険広域連合負担金、シルバー人材センタ

ー補助金、シニアクラブ補助金などの備考欄のとおりでございます。 

 次に、３款１項６目障害福祉費です。主なものは１８節負担金補助及び交付金の

地域活動支援センター機能強化補助金及び基幹相談支援センター等機能強化事業、

そして、障害者福祉費の支出の約９６％を占める１１６ページの１９節の扶助費８

億７,２４０万６,０００円余です。なお、扶助費は昨年度と比較し４,６１０万３,

０００円余の増となっております。 

 次に、３款１項９目めくばり館費です。予算現額１,４９３万２,０００円、支出

済額は１,４６９万４,０００円余となっております。支出は、例年と同じく建物修

繕費用や燃料費、警備委託や設備機械、消防設備等の保守点検費用、シルバー人材

センターの管理委託料などです。 

 １１８ページ、お願いします。 

 ３款１項１０目そったく基金事業です。予算現額２７８万７,０００円で、支出済

額は２１３万１,０００円余となっております。そったく基金を活用いたしまして、

在宅介護者のリフレッシュを目的とした事業は、４年度まではコロナ感染症対策防

止のため一部中止をしておりましたが、５年度につきましては再開し、小旅行２回、

交流会１回を実施し、４０名ほどの参加を頂いたところでございます。 

 以上が５年度決算の概要です。 

 続いて、決算に係る主要施策の成果及び将来の課題の説明に移ります。 

 資料の６７ページをお願いします。 

 まず初めに、生活福祉係の担当分です。 

 ６７ページから６９ページまでの各障がい者施策は、障害者総合支援法に基づく

自立支援給付や児童福祉法に規定する障がい児の生活支援の施策として実施した事

業等を記載したものです。 

 ６７ページ、１枠目、障害者自立支援医療については、更生医療、育成医療、療養

介護医療、精神通院の４事業分です。施策の内容や成果、将来の課題等は記載のと
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おりでございます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、国の制度の一部改正

により有効期間延長の特例措置が取られておりましたが、それは令和３年度で特例

措置が終了いたしまして、その後、申請件数は増加傾向となっております。 

 次の障害者補装具事業は、障がい者・障がい児の補装具の給付または修理で、装

具により身体機能を補い、日常生活の向上や仕事の能率向上等を図ることを目的と

して、車椅子、上下肢装具、補聴器などを給付または修理したもので、措置成果等

は記載のとおりでございます。 

 次の障害者自立支援給付事業・障害児通所支援等給付事業は、障がい者・障がい

児の日常生活の向上と自立を支えるための事業として実施しております。これも具

体的措置、成果、課題等につきましては、記載のとおりでございます。 

 ６８ページをお願いします。 

 １枠目、障害者地域生活支援事業です。施策の方向と具体的措置は、それぞれの

欄の①から⑧の記載のとおりでございます。この事業の成果と将来の課題につきま

しても、資料でご確認いただきたいと思います。 

 ここまでが障害者総合支援法や児童福祉法に基づく、障がい者・障がい児への施

策ですが、扶助費の額は決算書で説明しましたとおり、前年比約４,９９９万円余の

増加となっております。今後の課題見通しとしましては、一層のサービス量の増加

とそれに伴う事務と費用の増加が見込まれます。 

 ２枠目です。福祉タクシー料金助成事業につきましては、在宅の重度の障がい者

に外出支援、社会参加支援として、月４枚を基準にタクシーの初乗り料金の補助を

町の単独事業として実施しております。また、令和元年度から人工透析の方対象に

月６枚増刷し、月６枚として実施を行っております。さらに、令和４年度につきま

しては、コロナワクチン接種１回につき２枚の追加交付をいたしました。現在は５

類化により追加交付は終了しております。 

 次の民生委員・児童委員協議会及び活動支援の業務につきましては、施策、成果

等は記載のとおりです。民生委員の円滑な活動や民生委員の負担軽減のため、事務

局の役割を担っている福祉課の支援、協力が継続して必要と考えております。毎月

の定例会や研修会を実施し、民生・児童委員の不安解消、負担軽減を図りました。 

 ６９ページ、小児・ＡＹＡ世代がん患者在宅療養生活支援事業については、記載

のとおりでございます。広報等にて周知を行いましたけども、令和５年度申請はご

ざいませんでした。しかし、今後も申請対象者がもし出たときのため、円滑に対処

できるよう事業継続予定でございます。 

 次に、高齢者福祉係の担当分です。２枠目、福岡県介護保険広域連合につきまし

ては記載のとおりです。将来の課題につきましては、高齢者の人口増加に伴い、現

状でも介護相談や介護認定申請等、ほぼ毎日複数あっており、これらの対応の増加

することは避けられないため、しっかりした体制確保と継続が必要と考えておりま

す。 

 次に、一般介護予防事業です。一般介護予防事業は、要介護になることの予防や

進行を防止するために実施した事業です。スイッチオン事業、常設サロンひなたぼ

っこ、いきいきサロン、認知症等介護予防の周知啓発のための介護予防サポーター

講座、脳若トレーニングなどを実施いたしました。将来の課題も記載のとおりです

が、事業につきましては継続して推進してまいりたいと思っております。 

 次の社会福祉協議会助成事業、在宅介護支援センター運営業務、敬老館管理運営

につきましては、記載のとおりでございます。 

 次に、地域支援事業の任意事業です。配食サービス事業は施策の方向性、具体的

措置等の記載のとおりでございます。配食サービス、認知症サポーター養成講座、
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成年後見利用支援に引き続き取り組んでまいります。 

 柳委員からいただきました事前質問、高齢者に対する配食サービスがある。生活

困窮者児童に対する春夏冬の休み期間の配食サービスを考えたらどうか。 

 福祉課のみの問題でもないのだがというところでございますが、福祉課における

配食サービスにつきましては、記載しておりますとおり、地域の障がい者、高齢者

等が住み慣れた地域で生活できるように支援しているものでございまして、家族等

の周囲の支援も難しいため食事の確保が難しく、また、体調不良等で安否確認の必

要性が高い方へ支援を行っているものです。 

 現在、民間の配食サービス業者も増えていることから、安否確認の必要性の低い

方と民間の配食サービスの利用が可能な方はそういったサービスを案内させていた

だき、食事の確保、ご利用いただいているところでもございます。また、生活困窮

者の支援につきましては、これはケース・バイ・ケースでありまして一概に言えま

せんが、まずはその状況についてしっかり丁寧に聞き取りを行い、その状況に応じ

た支援、具体的には生活困窮、お困りごと相談室による支援、場合によっては県へ

の生活保護申請等を実施しており、そういった大切な支援をきちっとまずは継続し

たいと考えております。また、生活困窮者のケースにつきましては、緊急で食の支

援が必要な場合もあり、町の社会福祉協議会と連携し、食料の現物給付も行ってい

るところで、福祉課ではこれまで同様に、そういった様々な大切なサービスをまず

は継続したいと考えておるところです。 

 ７０ページをお願いします。 

 次に、シニアクラブ助成事業です。将来の課題につきましては、年金支給年齢延

長、定年延長等により長年にわたって元気に就労される高齢者も増え、シニアクラ

ブへの参加も難しくなったことで会員が減少し、町シニアクラブ連合会の脱会や地

域の単位クラブの休会も増える傾向にあることから、継続して町シニアクラブ連合

会にも運営の見直し、検討などをお願いするとともに、社協と連携し、社協に支援

員配置を行いましてシニアクラブの事務軽減及び活性化を図っておるところでござ

います。 

 介護用品給付事業につきましては、在宅介護者の支援として紙おむつ等の寄附を

行ったもので、今後も継続を予定しておりますが、限りあるそったく基金を活用さ

せていただいておるため、今後の事業の見直しも必要と考えておるところでもござ

います。 

 次の老人保護措置業務につきましては記載のとおりです。 

 次の筑前町シルバー人材センター運営事業は、高齢者が簡易な就労の場の提供や

生きがいづくり等の社会的な機能に対し、健全かつ適正な運営の確保を支援する目

的と、国の補助金の目的額を参酌し、補助を実施しておるところです。 

 次のめくばり館管理業務、高齢者等見守り・生活支援システム事業、健康福祉館

管理業務が記載のとおりでございます。 

 ７１ページ、援護関係の事務につきましても記載のとおりで、資料でご確認いた

だきたいと思います。 

 次の高齢者等緊急支援業務は、高齢者虐待防止、高齢者の要養護者に対する支援

等に関する法律に基づき実施したもので、高齢者を虐待という権利侵害から守り、

尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるよう支援をしておるところで

ございます。 

 次に、避難行動要支援者名簿整備事業につきましては、災害時に避難が必要な方

の緊急連絡先等の情報を記載した台帳を整備し、本人同意のもと、関係機関で情報

を共有するものです。福祉課においては、通常時、民生委員さんの見守り活動等に
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活用させていただいております。 

 次の介護予防・日常生活支援サービス事業は、軽度な支援が必要な高齢者に対し

生活援助等の訪問サービス、保健医療専門職による短期間の訪問や通所サービスを

実施いたしました。 

 次に、７２ページをお願いします。 

 ここからは地域包括支援係の担当分です。 

 地域包括的支援事業は、主要施策の方向に記載のとおり大きく八つの事業で構成

されています。 

 ⑥在宅介護医療連携推進事業は、高齢者が住み慣れた地域で必要な医療、介護サ

ービスを利用しながら自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介

護を一体的に提供するために必要な支援を行うための事業でございます。朝倉市、

東峰村と共同で費用を負担し、朝倉医師会に委託いたしまして、支援等の検討会や

研修、出前講座等を実施しておるところでございます。 

 ⑦認知症総合支援事業です。この事業のうち認知症初期集中支援事業は、認知症

になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし

を続けることができるよう、認知症の人やその家族に早期に関わり、早期診断、早

期対応に向けた支援体制構築をするものでございます。認知症初期集中支援チーム

を朝倉記念病院に委託しまして、相談、対応、訪問、普及啓発活動を実施しており

ます。 

 ⑧生活支援体制整備事業は、高齢化が進行する中、自分の老後や地域の将来につ

いて住民が主体となり、助け合いの活動を進めるべく地域支援推進員を配置してお

ります。地域住民や介護関係者のネットワークや既存の取り組み、組織を活用しな

がら、地域資源開発、関係者のネットワーク化を地域の支援ニーズとサービス提供

主体のマッチング等によってコーディネート業務を実施することにより、地域にお

ける生活支援、介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取り組みを推進するも

ので、そういった生活支援コーディネート業務を社会福祉協議会に委託し実施して

おるところです。 

 さらに地域アドバイザー業務を福祉専門機関へ委託し、地域のつどいの場などの

地域事業の運営について相談を受け、アドバイス等支援を実施しており、これによ

って町内住民主体の新たなつどいの場ができているところです。 

 ①から⑧の具体的措置とその成果も記載のほうをご覧ください。 

 寺原委員からいただきました事前質問、地域支えあい推進員事業の周知はどのよ

うにされているか、もっと積極的な周知が必要ではないかについてでございますが、

地域支えあい推進員の周知につきましては福祉課でも大事と考えておりまして、こ

れまでも広報ちくぜんはじめ各地域の見守りと支えあい活動や会議への参加をいた

しまして、また、町ホームページ、筑前支えあい広場など、様々な方法で周知啓発

等を図ってきましたし、今後もこういったことを継続することが大切と考えており

ます。 

 今年度につきましては、さらに従来の周知啓発に加え、区長会へ地域支えあい推

進員が参加し、周知活動を行うとともに、各区長へ地域の支えあい状況についてア

ンケート調査を実施し、これを地域に入っていくきっかけとして、各地域の状況に

応じた地域の支えあいづくりを各地域、各区とともに一緒になって進めているとこ

ろでもございます。 

 次の指定介護予防事業についてです。この事業につきましては、介護認定結果が

要支援の方に対するケアプランを作成し、要介護の状態への進行を予防する、ある

いは緩やかにし、在宅での生活を長く送っていただくために実施したものです。こ
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の事業とさきの包括的支援事業につきましては、高齢者の増加に合わせて各種相談

に対する支援や虐待に対する調査、保護など、困難案件が増加しております。また、

今後、高齢者数も一層増加してまいりますので、これらに対する施策展開のために、

国の動向を十分注視しているところでございます。 

 最後に７３ページ。 

 地域福祉計画策定業務につきましては記載のとおりですが、次期計画見直しに向

け、再犯防止計画を記載する準備を進めておるところでございます。 

 以上で、福祉課の決算と主要施策等の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  決算書。３款１項社会福祉費１０目のそったく基金事業費１２節委託料ですが、

在宅介護者リフレッシュ事業、昨年から再開されたということで大変喜ばしいんで

すが、本当、在宅で介護をされている方って大変だろうと思うんですね。もうちょ

っと回数を今後、増やしていただきたいと思うんですが、その辺はどのようにお考

えでしょうか。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長 

 

 お答えいたします。 

 在宅リフレッシュ事業につきましては、昨年、再開できたところでございます。

４０名ほど参加がございます。その方々の参加しやすいような環境づくり、それと

ニーズ、その辺りを十分加味して、今、おっしゃるような検討も併せてしていきた

いと思っております。 

 よろしくお願いします。 

 委 員 長  石橋委員 

 石橋委員 

 

 主要施策成果及び将来の課題の７０ページの、めくばり館管理運営事業のところ

で、めくばり館、また敬老館は入館料が無料になったということで、めくばり館も

お風呂があるので町外の方が増えているということをお聞きしております。そこで、

町外の方の割合はどのくらいなのかお聞きいたします。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長 

 

 お答えいたします。 

 より多くの方に利用いただき、生きがいづくり、介護予防となればということで

条例改正させていただき、５年度から入館料を無料にさせていただいているところ

でございます。その結果としまして、めくばり館の入館者につきましては日によっ

て違いますけども、平均的には無料化して約１０名から２０名ほど入館料が増えて

いる状況でございます。トータルしますと約１日５０名から６０名ご利用いただい

ているところでございまして、町外の方の率ということでございますが、約そのう

ちの１０名ほど町外の方が利用していただいております。 

 以上でございます。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 柳委員 

 柳 委 員 

 

 高齢者の虐待で、７１ページなんですけれども、これは施設での虐待なのかそれ

から家庭での虐待なのか、それから、もし家庭での虐待だったら民生委員さんとか

ケアマネとかがいろいろいらっしゃると思うんですけども。また、措置者が３人と

いうことで、すごい難しい措置をされていると思うんですけれども、家族関係とか

いろいろあるので。そこら辺のことがお分かりになれば、ちょっとお話しください。 

 委 員 長  福祉課長 
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 福祉課長 

 

 お答えいたします。 

 まず、この、今、措置を行っておりますのは施設入所で措置を行っておりますけ

れども、家庭でやはりいろんな要因があります。虐待というのはいろんな、今、範

疇が広がっております。身体的な虐待からネグレクト、それとセルフネグレクトの

方もおられます。そういった中で、いろんな家族との調整、地域との調整、今おっ

しゃいます民生委員さん等の調整も行った上で、やむを得ずその方法として入所、

保護するという形で措置させていただいた人数でございます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  ほかに質疑ございませんか。 

 山本一洋委員 

山本一洋委員 

 

 成果と課題の７１ページの援護関係でございますけれども、今、戦没者追悼式や

っていただいて大変ありがたく思っていますが、将来の課題の中にありますけれど

も、参加者遺族も大変高齢化しておりまして、年々参加が少なくなってきています。  

将来の課題としてありますけれども、今まで行ってきた追悼式にこだわらずといい

ますか、やり方も大胆なとまではいかないかもしれませんけれども、平和を祈念し

た従来の在り方にとらわれない方法もありではないかというふうに思っています。

そういった意味では令和６年度になりましょうけれども、ぜひとも、筑前町らしい

といいますか、そういう、戦没者追悼式もできたらいいなというふうに思っていま

すので、要望になるかもしれませんが、ぜひともよろしくお願いしたいというふう

に思います。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長 

 

 お答えいたします。 

 現在、追悼式につきましては遺族会と十分協議しながら、いろんな形でこれまで

変遷してきた状況です。現状は今、平和記念館のほうで実施させていただいており

ます。今回いただきましたご意見につきましては、遺族会とも十分話しながら、今

後の内容を検討していきたいと思います。 

 以上でございます。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で福祉課を終わります。 

 散  会  

 委 員 長  令和５年度一般会計歳入歳出決算福祉課の審査が終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 明日は午前１０時から会議を開きます。 

９時３０分までに議員控室にご集合ください。 

 お疲れさまでした。 

（１６：３９） 

 


